


 

序     文 

 

日本国政府は、キルギス共和国政府の要請に基づき、同国向けの食糧増産援助に係る調査を行う

ことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこの調査を実施しました。 

当機構は、平成 16 年 9 月に調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、キルギス共和国政府関係者と協議を行うとともに、現地調査を実施し、帰国後の国内

作業を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

この報告書が、本計画の推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役立つことを

願うものです。 

終りに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 

平成 16 年 11 月 

 

独立行政法人 国際協力機構 

理事       小島誠二 



  

  

  

  

写真１ イシククリ州チュプ地区の小麦畑。収穫時期

は本来9月中であるが、農機不足のため収穫が遅れてい

る。 

写真２ イシククリ州チュプ地区の小麦畑。収穫時期

を逃したため、多くの落穂が見られる。 

写真3 小麦の収穫作業（イシククリ州バリクチ地区）。

平成12年度（2000年度）に調達されたフィンランド製

コンバイン。 

写真4 小麦の収穫作業（イシククリ州バリクチ地区）。

平成10年度（1998年度）に調達されたドイツ製コンバ

イン。 

写真5 イシククリ州からチュウイ州へ一般道を移動

するコンバイン。収穫が終わった地域から収穫のまだ

終わっていない地域へコンバインは移動しながら使用

される。 

写真6 平成13年度(2001年度）に2KRにて調達されたコ

ンバイン。ODAマークが貼られている。 



  

  

  

写真7 チュウイ州ケミン地区にある農機リース会社

の（有）アグロヒムテクサービスにて農機の状況を確

認した。写真はノンプロジェクト無償にて調達された

フィンランド製トラクター。 

写真8 旧ソ連製コンバイン。既に使用年数は15年に達

しているが、メンテナンスを丁寧に行うことでかろう

じて稼動させている。 

写真9 チュウイ州ケミン地区の農機会社にて。オペレ

ーターとその担当機械。 
写真10 イシククリ州庁舎にて行われた農業従事者と

の会合風景。農家のほか、農機サービス提供会社など

からの参加も見られた。 

写真11 平成13年度（2001年度）2KRにて調達されたコ

ンバイン。アイルテックサービス、ビシュケク本社所

有。 

写真12 コンバインの刈取り部分。刃の部分に損傷が

あるが、この程度であれば、農機の所有者はバザール

で入手した類似部品を加工して対応している。 



  

  

写真13 平成13年度（2001年度）2KRにて調達されたフ

ィンランド製コンバイン。タイヤがパンクしたが、純

正部品ではなく、バザールで入手した類似品にて対応

している。 

写真14 アイルテックサービス（ビシュケク本社）の

スペアパーツ保管庫。メーカー型式ごとにぶんるいさ

れており、管理状況は良好である。 

写真15 アイルテックサービス（ビシュケク本社）の

パーツ保管庫。この写真はコンバイン用スペアパーツ。

写真16 アイルテックサービスのパーツ保管庫のドア

盗難防止のため、施錠されている。 
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単位換算表 

面積 

名称 記号 換算値 

平方メートル m2 （1）

アール a 100

ヘクタール ha 10,000

平方キロメートル km2 1,000,000

 

 

 



 

 

容積 

名称 記号 換算値 

リットル L （1）

立法メートル m3 1,000

 

重量 

名称 記号 換算値 

グラム g （1）

キログラム kg 1,000

トン MT(t) 1,000,000
 

 

円換算レート（2004 年 10 月 現地調査時） 

1.0 US$ = 108.90 円 (日銀 10 月平均) 

1.0 US$ =  42.0229 Som (10 月平均 National Bank) 

1.0 Som =  2.5914 円 
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第１章 調査の概要 

１－１ 調査の背景と目的 

（１）背景 

日本国政府は、1967 年のガット・ケネディラウンド（KR）関税一括引き下げ交渉の一環として成

立した国際穀物協定の構成文書の一つである食糧援助規約1に基づき、1968 年度から食糧援助（以

下、「KR」という）を開始した。  

一方、1971 年の食糧援助規約改訂の際に、日本国政府は「米又は受益国が要請する場合には農業

物資で援助を供与することにより、義務を履行する権利を有する」旨の留保を付した。これ以降、

日本国政府は KR の枠組みにおいて、米や麦などの食糧に加え、食糧増産に必要となる農業資機材

についても被援助国政府がそれらを調達するための資金供与を開始した。 

1977 年度には、農業資機材の調達資金の供与を行う予算を KR から切り離し、「食糧増産援助

（Grant Aid for the Increase of Food Production）（以下、「2KR」という）」として新設した。 

以来、日本国政府は、「開発途上国の食糧不足問題の緩和には、食糧増産に向けた自助努力を支

援することが重要である」との観点から、毎年度 200～300 億円の予算規模で 40～50 カ国に対し

2KR を実施してきた。 

一方、外務省は、平成 14 年 7 月の外務省「変える会」の最終報告書における「食糧増産援助（2KR）

の被援助国における実態について、NGO など国民や国際機関から評価を受けて情報を公開するとと

もに、廃止を前提に見直す。」との提言を受け、同年 8月の外務省改革「行動計画」において、「2KR

については廃止も念頭に抜本的に見直す。」ことを発表した。 

外務省は、2KR の見直しにあたり国際協力事業団（現独立行政法人国際協力機構、以下「JICA」

という）に対し、2KR という援助形態のあり方を検討するために調査団の派遣（2002 年 11 月～12

月）を指示し、同調査団による「2KR 実施計画手法にかかる基礎研究」の結果も踏まえ、同年 12

月に以下を骨子とする「見直し」を発表した。 

① 農薬は原則として供与しないこと 

② ニーズや実施体制につきより詳細な事前調査を行い、モニタリング、評価体制を確認した

上で、その供与の是非を慎重に検討すること 

③ 上記の結果、平成 15 年度（2003 年度）の 2KR 予算は、対 14 年度（2002 年度）比で 60%削

減すること 

④ 今後も引き続き、国際機関との協議や実施状況のモニタリングの強化を通じて、2KR のあり

方につき適宜見直しを行うこと 

 

上記方針をふまえ外務省は、平成 15 年度（2003 年度）の 2KR 実施に際して、2KR の要望調査対

象国約 60 カ国の中から、2KR 予算額、我が国との二国間関係、過去の実施状況等を総合的に勘案

して 16 カ国を供与候補国として選定し、JICA に調査の実施を指示した。 

また、以下の三点を 2KR の供与に必要な新たな条件として設定した。 

① 見返り資金の公正な管理・運用のための第三者機関による外部監査の義務付けと見返り資

金の小農支援事業、貧困対策事業への優先的な使用 

② モニタリング及び評価の充実のための被援助国側と日本側関係者の四半期に一度の意見交

                                                  
1現行の食糧援助規約は 1999 年に改定され、日本、アメリカ、カナダなど７カ国、および EU（欧州共同体）とその加

盟国が加盟しており、日本の年間の最小拠出義務量は小麦換算で 30 万トンとなっている。 
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換会の制度化 

③ 現地ステークホルダー（農民、農業関連事業者、NGO 等）の 2KR への参加機会の確保 

 

これを受けて JICA は、全候補国に現地調査団を派遣し、ニーズ、実施体制、要請の具体的な根

拠等について従来以上に詳細な調査を行うとともに、国際機関、NGO、資機材取扱業者等の広範な

関係者から 2KR に対する意見を聴取した。さらに、要請された個々の品目及び数量について必要性

及び妥当性を検討した。その結果、2 カ国について実施体制の不備等を理由に供与が見送られ、5

カ国について要請品目の一部が削除された。また、1カ国について農業機械のオペレーターやメカ

ニックを対象としたセミナーを内容とするソフトコンポーネントが、2KR で初めて実施された。 

 

なお、日本政府は、世界における飢えの解消に積極的な貢献を行う立場から、食糧の自給に向け

た開発途上国の自助努力をこれまで以上に効果的に支援して行くこととし、これまでの経緯と検討

を踏まえ、平成１７年度より、食糧増産援助を「貧困農民支援」に名称変更し、裨益対象を貧困農

民、小農とすることを一層明確化することを通じ、その上で、食糧生産の向上に向けて支援する方

針である。 

 

（２）目的 

外務省は、平成 15 年度（2003 年度）の実績をふまえ、平成 16 年度（2004 年度）についても 16

カ国の候補国を選定し、それら候補国全てについて、ニーズ、実施体制、モニタリングの現状、評

価体制を確認したうえで供与の是非を検討するため、JICA に調査の実施を指示した。本調査は、

そのうちキルギス共和国（以下「キ」国）について、平成 16 年度 2KR 供与の可否の検討に必要な

情報・資料を収集し、要請内容の妥当性を検討することを目的として実施した。 

 

１－２ 体制と手法 

（１）調査実施手法 

本調査は、国内における事前準備作業、現地調査、帰国後の取りまとめから構成される。 

現地調査においては、時間的、物理的な制約の中で可能な限り「キ」国政府関係者、農家、国際

機関、NGO、資機材配布機関／業者等との協議、サイト調査、資料収集を行い、「キ」国における

2KR のニーズ及び実施体制を確認するとともに、2KR に対する関係者の評価を聴取した。帰国後の

取りまとめにおいては、現地調査の結果を分析し、要請資機材計画の妥当性の検討を行った。 

 

（２）調査団員 

総括    ：原田 秀明 JICA 無償資金協力部 業務第3グループ長 

計画管理  ：松本 梨佳 JICA 無償資金協力部 業務第3G KR/2KRチーム 

食糧増産計画：阿彦 リリア (財)日本国際協力システム業務部 

資機材計画 ：三上 綾子 (財)日本国際協力システム業務部 

通訳    ：菊次 厚子 (財)日本国際協力センター 

 



 

- 3 - 

（３）調査日程 

No. 日 行程 宿泊 

  原田・松本 阿彦・三上・菊次  

1 9 月 26 日 日  Narita（13:05）→London(17:15) BA008 機内 

2 9 月 27 日 月  London（14:00） 機内 

3 9 月 28 日 火  → T’bilisi （経由地の Baku に濃霧のた

め着陸できず、ﾄﾋﾞﾘｼ・ｸﾞﾙｼﾞｱに滞在。） 

機内 

4 9 月 29 日 水  → Bishkek(04:20) BA6617 

10:00 JICA 事務所表敬訪問 

10:30 外務省表敬訪問 

12:00 日本大使館表敬訪問、 

14:00 財務省表敬訪問 / 協議 

16:00 農業水利加工業省（以下「農業省」）

表敬訪問 / 協議、 

Bishkek 

5 9 月 30 日 木  09:30 農業省との協議 

14:00 経済開発基金との協議 

Bishkek 

6 10 月 1 日 金 Tokyo(13:05)(BA008) →London(17:15) 09:30 農業省との協議 Bishkek 

7 10 月 2 日 土 London(14:00) (BA6617)→ Chong-Kemin 地区  

Karakol 市 農家 

Balykchy 市 農機材配布所訪問 

収穫視察など 

Karakol 

8 10 月 3 日 日 →Bishkek(4:20) Cholpon-Ata 市 

イシククリ州庁にて農業従事者との会合 

イシククリ州入札委員会との協議  

2KR 農機材を利用中の農家を訪問 

Bishkek 

9 10 月 4 日 月 09:30 農業省表敬訪問 / 協議、 

11:00 財務省表敬訪問 / 協議 

14:00 大統領府経済政策局との協議 

同左 

 

Bishkek 

10 10 月 5 日 火 09:30  アイルテックサービスとの協議 

11:00  ADB 訪問 

14:00 NGO 訪問 

17:30 WB 訪問 

09:30 アイルテックサービスとの協議 

14:00 農業省／財務省／経済開発基金との

協議 

Bishkek 

11 10 月 6 日 水 09:30  インポルトテクサービスとの協議

14:00 農業省との協議 

同左 Bishkek 

12 10 月 7 日 木 09:30 農業省／財務省との協議  

(ミニッツ準備) 

15:30 ミニッツ署名 

17:00 大使館への報告／JICA への報告 

同左 Bishkek 
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13 10 月 8 日 金 Bishkek（06:50）→London(12:25) BA6618

London（15:45）→ 

同左 機内 

14 10 月 9 日 土 →Narita(11:25) BA007 同左  

 

（４）面談者リスト 

【 在キルギス日本国大使館 】 
臨時代理大使  渡辺 修介 
二等書記官   渡辺 英人 

【 JICA キルギス事務所 】 
企画調査員   首藤めぐみ 
企画調査員補佐  Dosaliev Ermek 

 
【 大統領府 】 
Administration of the President of the Republic of the Kyrgyz Republic 

Mr. Jetigen Bakirov   Deputy Head, Economy Policy Department, Head of the CDF Secretariat  
Mr. Tunzhur Kudabaev  Expert, CDF Secretariat 

 
【 外務省 】 
Ministry of Foreign Affairs of Kyrgyz Republic 

Mr. Ryskulov Islan  Head of Department for Eastern Countries  
 
【 農業水利加工業省 】 
Ministry of Agriculture, Water Resources and Processing Industry of the Kyrgyz Republic 

Mr. Alexsandr V. Kostuk  Minister 

  Mr. Turdukulov M. T. First Deputy Minister 
Mr. Separbek M. Tynaev  Head, Foreign Links and Investments, Foreign Links and Investments 
Mr. Nurbek Chushtukov  Main Specialist 

 
【 財務省 】 
Ministry of Finance 

Ms．Olga V. Lavrova   Deputy Minister 
Mr. Uchkunbek A. Tashbaev  Head of the External relation division 

 
【 経済開発基金 】 
The State Fund of Economic Development at the Ministry of Finance 

Mr. Konurov Arun Osmonovich  Director 
Mr. Madumarov K. M.    Deputy Director 
Mr. Anpilogov Vladimir. V. Consultant, Industrial Area 
Mr. Sydykbaev K. S. Consultant, Agricultural Area 
Ms. Nicolaeva Natalia F. Head of Industrial Department 



 

- 5 - 

Ms. Maragykova S. B.       Head of Agrilcultural Department 
Mr. Chekirbaev Uran Chief Expert, Department of Agriculture 

 
【 アイルテックサービス 】 
Joint Stock Company Airtechservice 

Mr. Myzarbek A.   President 
 
 
【 インポルトテクサービス 】 
Joint Stock Company Importtechservice 

Mr. Myzarbek S. Moldobaev  Director 

 
【 イシククリ州入札委員会 】 

Mr. Jumaliev Kabylbek Vice Governor of Issyk-Kul Oblast 
Mr. Termikanov Jerish A.  Senior Expert of Council of Issyk-Kul Oblast 
Mr. Abdyrakunov O. S. Head of SFED in Issyk-Kul Oblast 
Mr. Ajybekov K. Asanalievich Head of Governmental Committee for Technical Administration in Issyk-Kul 

Oblast  

Mr. Imanbetov I. Jenishovich Senior Specialist, Tax Office of Issyk-Kul Oblast 
Mr. Isakov Ilhomjon Vice President of State Finance Corporation for Agro Sector in 

Karakol   
 
【 他ドナー及び NGO 】 

Ms. Valeri D. Tian  Project Implementation Officer,  
 ASIAN DEVELOPMENT BANK 

Mr. Markus Arbenz   KSAP Manager, Senior Advisor, Rural Advisory Services 
HELVETAS (Swiss Association for International Cooperation/KSAP 
(Kyrgyz Swiss Agricultural Program) 

Mr. Edward C.Cook Senior Agriculture Economist, THE WORLD BANK 

Mr. Talaibek Koshmatov  Operations Officer, THE WORLD BANK 
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第２章 当該国における 2KR の実績、効果及びヒアリング結果 

２－１ 実績 

「キ」国への 2KR は 1996 年に開始され、2001 年度までに 6 回実施されたが、それ以降は見送

られている。6回の 2KR でのＥ/Ｎ額累計は 18 億円にのぼる。 

なお、過去の調達機材は農機のみである。2KR の実績を表 2-1 及び 2-2 に示す。 

 

表 2-1 2KR の供与実績 

年度 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 累計 

E/N 額 3.0 3.0 3.0 2.7 3.3 3.0 18.0 

品目 農機 農機 農機 農機 農機 農機 - 

（出典：農業水利加工業省） 

表 2-2 年度別 2KR 主要調達機材 

       （単位：台）

調達機材 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 合計 

普通型コンバイン 19 28 26 - 44 43 87 

乗用トラクター 56 - - 70 - - 70 

ボトムプラウ - - - 70 - - 70 

（出典：農業水利加工業省） 

 

２－２ 効果 

（１）食糧増産面 

農業は「キ」国において重要な位置付けにあるが、かつて行われていた農機の供与が旧ソ連邦

崩壊後に停止して以来、農機の不足状況は深刻である。同国政府は財源不足のため農機の調達

を行うことはできず、農家個人ベースでの農機輸入も限られており、2KR は独立後ほぼ唯一の農

機購入手段となっている。 

「キ」国におけるコンバインの保有台数は、次頁表 2-3 に示すとおり 3,386 台である。その内

2KR により調達されたものは 160 台で、これは全体の 4.7％に相当する。トラクターに関しては、

保有台数は 25,289 台であり、2KR 分は 126 台とその約 0.5％を占めるにすぎない。コンバイン

は使用年数 10 年以上の機材が全体の 91％、トラクターについても 92％を占めており、老朽化

が激しいため故障も多く、修繕費は農業従事者にとって大きな負担となっている。 
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表 2-3 農機保有台数 

 （出典：国家技術検査総局） 

＊ 日本政府が実施している無償資金協力、ノン・プロジェクト無償。以下「ノンプロ無償」と

する。 

 

農業水利加工業省(以下「農業省」とする)は、2KR により調達された農機の性能について、農

家に聞き取り調査を行っている。それによると、表 2-4 で示すとおり、中古ロシア製農機と 2KR

による DAC 製農機の稼働率及びその結果としての収穫面積や耕作面積の差は歴然としている。

なお、台数はこれまでに 2KR にて調達された台数である。 

表 2-4 農機の性能比較 

注）DAC 製コンバインの収穫可能面積は、聞き取り調査による数字である。これはコンバイ

ンが 1ha/ 時間、1 日 8 時間、2 ヶ月程度稼動したものと想定して計算された理論値と

なっている。実際には耕作地間の移動、雨天の日などで日数がとられるため、収穫可

能面積はこれよりも少ないものとなる。          （出所：農業省） 

 

「キ」国の農家一世帯当たりの平均農地面積は 3.9～6.0 ha である。一方、2KR で調達したコ

ンバインの年間収穫可能面積は 80,000ha であることから、計算上は最大 20,512 戸の農家が裨

益したこととなる。 

 今回の調査ではイシククリ州にて農家に対し聞き取り調査を行ったが、今回の要請機材であ

るコンバインに関する情報は、表 2-5 のとおりであった。 

収穫・耕作可能
な面積

（ha/台/年）
台数

収穫面積/耕作面
積

DAC製（2KR） 500ha 160台 80,000ha

中古ロシア製 100ha 160台 16,000ha

DAC製（2KR） 600ha 126台 75,600ha

中古ロシア製 100ha 126台 12,600ha

コンバイン

トラクター

機材名

5年以内 5～10年 10年以上

2KR調達分 160 87 73 0

*ノンプロ調達分 109 0 109 0

その他 3,117 0 21 3,096

全国合計 3,386 87 203 3,096

2KR調達分 126 70 56 0

ノンプロ調達分 701 248 453 0

その他 24,462 0 1,221 23,241

全国合計 25,289 318 1,730 23,241

トラクター

使用年数別台数
(台）

コンバイン

合計
(台)

品目
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単位：百万 USD 

表 2-5 収穫量の比較 

（出所：農業省） 

 

2KR にて調達された DAC 製コンバインは 1 日 8 時間稼動すると約 12ha の収穫が可能であるが、

中古ロシア製は半分の 6ha しか収穫できない上に、収穫時のロスも 20～30％と極めて高い。収

穫量に換算すると 1 日当たり 29ｔとロシア製の約 2.4 倍収穫できるという結果であった。また、

中古ロシア製は収穫時、小麦と共に、茎部分も刈り取ってしまうが DAC 製コンバインは小麦の

みを刈り取るためロスがあまりない。燃料の消費もロシア製は ha/1 台当たり 20L 使用するとこ

ろ、DAC 加盟諸国製コンバインは 15L と少ない。 

以上のとおり、2KR によるコンバインの投入により、主要食用作物である小麦の大幅な収穫

効率の向上が望める。外貨不足のため輸入もままならない「キ」国おいて、小麦の増産に寄与

する 2KR は極めて重要な存在である。 

（２）外貨支援面 

2003 年の「キ」国の GDP は 6.7％の成長率を記録した。インフレ率も 3.1％と低く、GNP も

2002 年と比較すると 20％増加している。 

表 2-6 経済状況 

（出典：World Bank） 

 

しかし、貿易収支を見ると、表 2-7 で示すように 2 年連続赤字で、2002 年に 89 百万 USD、

2003 年に 128 百万 USD と年々収支赤字が拡大している。これは、主に中間物、石油製品、消費

財の輸入が増えたことにより発生している。 

表 2-7 「キ」国の貿易収支 

（出典：World Bank） 

 

また、外貨準備高は次頁表 2-8 のとおりである。 

2001 2002 2003
貿易収支 輸出 480 498 588

輸入 472 587 716
収支 8 -89 -128

年 2001 2002 2003

GDP（百万USD） 1,525 1,606 1,900

GDP成長率(％) 5.3 0 6.7

一人あたりGNP（USD） 280 290 350

インフレ率（％） 6.9 2.1 3.1

稼働時間
（時間/台/日）

収穫可能面積
（ha/台/日）

収穫ロス率
(％)

ロス率を
考慮した単収
（t/ha）

収穫可能量
（ｔ/台/日）

ロシア製中古コンバイン（NIVA） 8時間 6ha 20～30％ 2.000t/ha 12ｔ

DAC製コンバイン（2KR） 8時間 12ha 3% 2.425t/ha 29ｔ
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表 2-8 「キ」国の外貨準備高 

（出典：IMF） 

 

表 2-8 に示すとおり、外貨準備高は低い。これまでの累計供与額が約 1,650 万 USD にのぼる

2KR は、「キ」国政府が農機を海外から購入する費用を補填したものと考えることができるが、

これは外貨不足の同国にとって大きな効果をもたらしているといえる。 

 

（３）財政支援面 

「キ」国の国家予算は、表 2-9 で示すとおり、慢性的な赤字である。ソ連邦から独立後、国

営企業の民営化、市場経済への法整備、金融セクターの再構築など様々な経済政策が進められ

てきたが、特筆すべき産業もなく、経済は低迷しているため、税収もあまり上がっていない。

同国政府は、2005 年までに、税制改革によって国家の収入を増加させる計画である。 

表 2-9 「キ」国政府予算 

注）換算レート 2002 年平均：46.937Som/USD、2003 年平均：43.648Som/ USD 

（出典：財務省） 

年
外貨準備高期末値

(100万USD)
対USDﾚｰﾄ

(ソム/USD)
外貨準備高期末値

(10億ソム)

1999 229.7 30.008 6.893
2000 239 47.704 11.401
2001 263.5 48.378 12.748
2002 288.8 46.937 13.555
2003 364.6 43.648 15.914

百万Som  百万USD
GDP比
（%）

百万Som  百万USD
GDP比
（%）

　収入及び無償資金援助（合計） 14,411.70 307.04 19.2 16,214.90 371.49 19.4

　収入合計 13,588.10 289.50 18.1 15,753.40 360.92 18.9

　　流動収入 13,458.60 286.74 17.9 15,616.70 357.79 18.7

  　　税金 10,474.70 223.17 13.9 11,916.50 273.01 14.3

 　　 その他の収入 2,983.90 63.57 4 3,700.20 84.77 4.4

  　　資金運用による収入 129.50 2.76 0.2 136.71 3.13 0.2

　無償資金援助 823.60 17.55 1.1 461.50 10.57 0.6

　支出合計 19,257.70 410.29 25.6 20,839.20 477.44 25.1

  　流動支出 14,713.50 313.47 19.6 16,819.40 385.34 20.2

　賃金及びその他の支出 4,933.00 105.10 6.6 5,705.40 130.71 6.8

　補助金 3,599.10 76.68 4.8 3,233.50 74.08 3.9

   支払い利息 （%計) 664.60 14.16 0.9 1,234.40 28.28 1.5

              海外債務 （%） 444.00 9.46 0.6 867.60 19.88 1

              国内債務（%） 220.60 4.70 0.3 366.80 8.40 0.4

　物資及びサービスの調達 5,516.80 117.54 7.3 6,068.40 139.03 7.3

　資本投資 4,544.20 96.81 6 4,020.00 92.10 4.8

    国内源 919.90 19.60 1.2 984.20 22.55 1.2

    海外源 3,624.30 77.22 4.8 3,035.60 69.55 3.6

　収支残高 -4,846.00 -103.24 -6.4 -4,624.00 -105.94 -5.5

2002 2003



- 10 - 

2004 年度の「キ」国家予算 14,215,951.50 千ソムの内、農業省の予算は 473,933.70 千ソムで

国家予算全体の 3.3％に相当する。 

また、表 2-10 に示すとおり、2004 年度の農業省予算は、その 52.78％が国家予算でカバーさ

れており、残りの 47.22％は EU からの支援により補填されている。 

表 2-10 農業省予算 

（出典：農業省） 

 

国家予算からは人件費、社会保障費、光熱費及び修繕費の一部が支出され、農業政策を実行

するための予算は EU からの支援に頼っている。こういった状況の中で、見返り資金を使用した

プロジェクトは農業省にとって重要な意味を持っており、2001 年から 2004 年まで 4 回に渡って、

種子及び農業資機材の販売クレジット向けに見返り資金が使用されている。使用された金額は

同国農業省が 1 年間に負担する金額の 6～8％に相当する 20,628,020 ソムにのぼっており、プロ

ジェクト用の予算がない農業省にとって見返り資金は財政支援として大きな影響力を持ってい

る。 

 

２－３ ヒアリング結果 

 各関係機関にヒアリングを行ったところ、次のとおりのコメントがあった。 

（１）大統領府 

大統領府は2001年に貧困削減計画の実施及び省庁間の調整を目的として設立された。貧困削

減という観点から2KRはこの計画に合致したものであるといえる。また、農業国である「キ」国

にとって食糧増産及び食糧安全保障等は重要な課題であり、農業分野については5～7％の成長

率を達成することを目標としている。 

2KR関係機関の責任の所在が不明確であるという日本側の指摘に対し、大統領府は各省庁間を

調整し、今後はその動きをモニタリングして行く予定である。また、大統領府自体も当事者と

して積極的にこの援助に参画していきたいと考える。 

 

（２）外務省 

日本からの援助は「キ」国内で高く評価されており、経済改革に役立っている。また、日本

は唯一農業分野への機材の調達を念頭においた資金援助を行っている国であり、2KR の再開／継

続を強く要請する。天然資源に乏しい「キ」国では、原油をはじめとして多くの物資を輸入に

頼っており、そのため慢性的な外貨不足に陥っている。他の CIS 諸国に先駆け、1993 年には独

自通貨ソムを導入するなど、経済の自由化に努力がなされてきたが、経済は引き続き低迷して

いる。 

予算額
(千ソム）

％
予算額

(千ソム）
％

予算額
(千ソム）

％

　国家負担額 257,556.50 56.50 315,429.10 58.92 250,147.30 52.78

　EU負担額 198,262.70 43.50 219,902.80 41.08 223,786.40 47.22

　農業省予算合計 455,819.20 100.00 535,331.90 100.00 473,933.70 100.00

2002 2003 2004
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また、「キ」国の国民の大半が農村に住み、GDP の約 40％が農業によるものであるが、ソ連

崩壊後、農機の更新がなく、十分な肥料もない。特にコンバインの不足は深刻で、農機を所有

している農家は、所有していない農家に刈取サービスを提供しているが、サービス代金として

収穫の約 10 から 20％分を要求する場合もあるので、小農にはかなり厳しい状況である。これに

対応すべく、現在「キ」国では、農家に賃刈サービスを提供するサービスセンター（リースカ

ンパニー）の設立を検討中である。旧ソ連邦時代には農家が独自で経営をするということはな

かったが、近年はマネージメントの意識を持つようになった。農地改革を経て形成された多く

の小農にとって、サービスセンター構想は有意義なものである。 

また、見返り資金の積立については、7 年から 10 年ぐらいであれば、FOB 等価の積立は可能

である。商業銀行に預金すれば、利息分の収入が期待できることから、積立銀行の変更を検討

している。義務額については FOB 等価で問題はなく、期間を延長できれば、100％積み上げるこ

とができるので、是非延長を承認してほしい。 

また、調達農機の配布先にかかる不正疑惑について、調達数量に限りがあり農機が不足して

いる地域すべてをカバーできるものではないので、その配分に不満を持つ者からの根拠のない

ものであると考えている。 

 

（３）財務省  

「キ」国では見返り資金の積立状況は良好ではない。特に初期の 2KR においてその傾向が見

られるが、平成 8 年度（1996 年度）分の調達機材がアイルテックサービス1の資本金として拠出

されるなど、その方法に問題があったと認識している。1996 年度分の見返り資金については政

府としても何らかの対策を講じる必要性を認識しており、アイルテックサービスから機材の没

収を行うか、会社の利潤から積み立てさせるか 2つの案を検討中である。 

しかし、その後 2KR 機材にかかる契約、見返り資金の積立及び回収システムは整備された。

契約にあたっては担保をとり、回収にあたっては返済を督促するなど、現在ではシステムが確

立されておりかつ良好に機能している。 

2KR 機材の 1 年間あたりの返済額は 1 台につき、コンバインが 575,000 ソムで、トラクターが

400,000 ソムである。しかし、農家が年収から返済にまわせる金額は、コンバインが年間

150,000 ソム、トラクターが 69,000 ソム程度となる。これは農産物価格の低迷や天候不順など

による、農業従事者の収入の低迷が原因である。農機の減価償却期間は 10～12 年なので、農家

は、その期間での返済を認めるよう求めている。 

見返り資金は、貧農を対象とした種子、農機、スペアパーツ、燃料のクレジット用に使用さ

れた実績があるが、これは日本側との使途協議を経ずに実施したものである。今後は二度とこ

のようなことがないよう、必ず日本側の了承をと取り付けた上で支出することとする。 

日本の 2KR 援助は一定の技術協力及び資金による機材購入の両面が含まれた、バランスのよ

い援助である。また、被援助国の意見を聞き入れ、柔軟に対応がなされているため「キ」国と

しては高く評価している。 

 

                                                 
1 1997 年に設立された農業関連業務を行う国営企業。その後民営化された。詳細については第 4章を参照のこと。 
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（４）農業省 

「キ」国 2KR の実施において、様々な改善すべき点があることを農業省としても認識してい

る。見返り資金の積立率については、農家への返済期間を 7～10 年に延ばせば、1 年あたりの返

済額も農家の収入に比して問題のない数字となるため、義務額の積立は可能であると思われる。 

旧ソ連邦から独立した後、「キ」国は米国やヨーロッパ諸国の援助を受けてきたが、機材調

達のための資金供与を行っているのは日本のみである。旧ソ連邦からの投入が停止して以来、

コンバインの老朽化は激しく、農機の更新は急務である。しかし、農家が独自に購入するのは

難しく、「キ」国政府としてもこれに対応するのは財政難により厳しい。「キ」国において、

収穫の50％は日本の機械で行われている。残る50％は旧ソ連邦時代の機材で収穫を行っている

が、ロスが非常に多い。コンバインは台数が少ないと収穫期間が長くなるし、収穫時期を逃す

ことになる。この状況を改善する上で、2KRは極めて重要な援助であるといえる。 

過去の2KRにおいては、見返り資金の積立、実施体制等に多くの問題点が見うけられたが、平

成16年度（2004年度）の2KRが実施されることになれば、他国を参考とした機材の配布体制の改

善を考えている。また、貧困層をターゲットとするために機材の一部は、賃刈サービス専用に

することを検討している。 

「キ」国は、2KR以外にも、これまで他のドナー・援助機関に中古農機の援助を求めたことが

あったが、現物での援助は厳しい、借款の形であれば援助できるという回答であった。このよ

うな事情の下、「キ」国としては、2KRの供与の再開を強く希望している。 

 

（５）エンドユーザー(農家) 

農家に対するアンケート及びイシククリ州でのサイト調査によると、2KRにて調達された機材

は先進国で製造された新品であるため、貴重でかつ品質がよく、非常に役立っている。 

また、E/N署名日から4年以内に見返り資金を積み立てる義務があることを理解しているが、

農家に販売されるまでに1年から2年は経過しているにもかかわらず、返済期限はあくまでE/N署

名日から4年間であるとして、財務省経済開発基金2は期限を設定しているので、農家にとって不

可能に近い返済スケジュールである。現実的な返済額から逆算して、期間を10年に延長してほ

しい。 

ロシア製のコンバインは、20年近く使用しているものもあり故障も多く、故障している場合

には収穫を放棄せざるを得ないことが頻繁に起きる。新しい機材の絶対数が不足しており、さ

らに2KRにて農機が調達されることを強く希望する。 

また、2KRで調達されたトラクターやコンバインのスペアパーツ供給には少々問題がある。パ

ーツが必要な場合、メーカーの代理店であるアイルテックサービス、インポルトテクサービス

等を通すか、国外にあるメーカー本社もしくは代理店に直接買いに行くことになる。しかし、

価格が高いことに加え、全額現金前払いにて支払わなければならないため、資金難にある農業

従事者にとっては非常に入手は厳しい。そのため、農機本体に加え、援助でスペアパーツを調

達するよう希望する。この他、スペアパーツの入手が容易なロシア製コンバインの調達を検討

してほしい。 

                                                 
2 1997 年にキルギス政府のクレジット回収を目的として設立された、財務省傘下の組織。2KR 及びノンプロジェクト無償の見返り

資金回収も同基金が担当している。 
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（６）エンドユーザー(アイルテックサービス) 

「キ」国政府は、日本からの1996年度無償援助による資金にて調達されたコンバイン65台及

びトラクター145台の一部をアイルテックサービスの資産とする旨を決定した。これは個人農家

に機材を引き渡した場合、取得した農家以外の農業従事者への裨益効果はあまり期待できない

が、賃耕・賃刈サービスを行う会社に引き渡せば、広く農業従事者に裨益すると考えられたた

めである。 

アイルテックサービスが受領した農機の40％は、既に農業従事者に対し3年間のリース契約に

て引き渡されており、この代金の支払いには物納を認めている。 

アイルテックサービスでは現在ビシュケクに5台のコンバインを所有している。農業省を介し

て、遠方の小麦栽培地から賃刈サービスの要請がある場合は、これに応えている。特に貧しい

南部地域からの要請にも応えているが、移動経費がかかる上に、サービスに対する代金を支払

う能力が低いため、ここでの賃刈サービス料金は他地域の半値とすることもある。 

現在アイルテックサービスの経済開発基金に対する債務は、3,400万ソムである。そのうち

890万分は延滞違約金である。これは農業従事者との農機リース契約において、合計3,100万ソ

ムの支払いが延滞しているためである。リース契約にあたっては、担保を取っているが、実際

には、支払いが遅滞しても生活の手段を奪うことに対して躊躇している。 

 

（７）エンドユーザー（インポルトテクサービス3） 

2KRについては、これまで2度、日本の落札商社と代理店契約を結んでいる。10名の従業員で構

成されており、支店はオシュ州に1ヶ所のみある。しかし、2年間の無償保証期間中は、「キ」

国内のどんなに遠いところでも必ずインポルトテクサービスのエンジニアが出向いて修理を行

う。 

スペアパーツの入手について、ユーザーからの注文があればいつでも対応する用意がある。在

庫があればそれで対応するが、当該パーツを切らしている場合には直接メーカーより輸入する

ことになる。その際は農家から前金を収めるよう要請しているが支払い状況は悪い。また、要

請に応じて調達しても、引き取り及び支払いを拒否することが多々ある。そのため、基本的に

スペアパーツの供給は支払いの確実な会社としか取引せざるを得ない。 

当社としても、スペアパーツ不足の状況を認識しているが、民間企業として利益を確保しなけ

ればならず、全国的なスペアパーツ供給体制を構築するには、政府からの補助が必要であると

考える。 

 

（８）アジア開発銀行（ASIAN DEVELOPMENT BANK ;ADB） 

農業は「キ」国において GDP の約 40％を占める極めて重要な分野であり、ADB としても農業

分野への支援を重視している。ADB の農業分野における支援としては、中央部の州でプログラム

ローンを供与しており、具体的には灌漑、マーケティング、農家へのトレーニング等の援助を

行っている。今後は南部にも同プログラムローンを展開していく方針である。また、農業分野

のセクター政策の策定にかかる支援も行っている。 

                                                 
3 農業関連のサービスを提供する民間企業。業務内容等詳細については第 4章を参照のこと。 
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ADB が「キ」国において実施中のプロジェクトのうち、農業分野が占める割合は全体の

13.3％で、最も比率が大きいのはインフラ部門の 36％である。 

日本の 2KR 下での農機の調達も必要であり有意義であると考えているが、併せて技術協力を

行うことにより、さらに有効な援助となることが期待される。 

他ドナーからの農業分野への援助の中で評価されているものとして、World Bank の灌漑プロ

ジェクトがある。これは「キ」国のニーズに合致しており、小農にも裨益している。また USAID

は法制度の構築等、農地改革をソフト面から支援していると聞いている。 

ドナーミーティングは時々開催されるが、2KR については専門家が常駐していないため、援

助協調にかかる実質的な話し合いができないことは残念である。 

 

（９）HELVETAS（農業関連の NGO） 

HELVETAS の運営資金は民間からの寄付とスイス政府の資金で賄われている。同組織は「キ」

国内に約 40 の拠点を有し、180 人の指導員を抱えている。彼らは、1 週間のうちフィールド活

動に 4日間、事務所勤務 1日というスケジュールで地域農家への教育活動を行っている。 

HELVETAS では、現在 6 つのプロジェクトを実施中であるが、いずれも農業分野である。特に

キャパシティービルディングに力を入れており、機材供与は行っていない。農地改革関連では、

土地所有権などについて 50 人程度の弁護士により法律相談に応じる活動を行っている。 

2KR 調達機材については、「キ」国内で大いに感謝されているものと認識している。しかし、

小農への裨益を意識して、小型農機を中心とし、ソフトコンポーネントを組み合わせること等

を考えるべきである。 

2KR については見返り資金をいかに回収するかがポイントと思われるが、農家には返済能力

は十分あると思う。また機材配布等を担当しているリーシング会社（アイルテックサービスお

よびインポルトテクサービス）については機材のメンテナンス業務は粗雑な部分があり、経営

状態も良くないものと認識している。 

小麦などの一次産品の市場価格は変動しやすく安定収入とはならないことから、今後、食品

加工等も視野にいれ、農家の所得向上にかかる協力も求められている。 

 

（10）世界銀行（THE WORLD BANK） 

「キ」国の農業は 1995 年以降、年 5％の成長率を維持し、経済活動の中でその GDP 比重は

35％から 40%に増加した。ただし、近年は鈍化している。世銀としては、農地改革を経た今、支

援は大農より小農を対象とした方がより効果的であると考える。 

世銀の活動としては、灌漑事業、インフラ整備、土地登記制度整備への支援が主であるが、

近年は農業ビジネス、マーケティングによりマクロ経済の活性化と貧困削減を目指している。 

2KRについての評判はよく耳にしている。キルギス国内での入札による配布について、透明性

をいかに確保するかが重要であると考える。世銀としては、小農により一層直接的な裨益をも

たらすような手法を考える必要があり、情報提供、アドバイザリーサービス等を取り入れ、実

施後のモニタリングもしっかりと行っていくことが重要であると考える。 

また、見返り資金積立について、現在の価格設定による機材代金の返済は農家にとって困難

であるものと認識している。 
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第３章 当該国における 2KR のニーズ 

３－１ 農業セクターの概況 

（１）農業開発計画 

 １）「キ」国現況 

1991 年に 8月 31 日に旧ソ連邦から独立した「キ」国は、独立直後より市場経済化に向け経済

改革を推し進め、他の独立国家共同体（以下 CIS とする）諸国に先駆けて独自通貨を導入した。

また、翌年 5 月には IMF に加盟し、1998 年には CIS 諸国で最初の WTO 加盟国となった。同国の

経済改革は中央アジア 5カ国において最も急進的であり、国営企業の民営化、金融セクターの再

構築、市場経済のための法整備が進められている。石油などの天然資源を持たず、特筆する産業

がないことが、大胆な経済改革に踏み込ませたものの、経済改革が進行した現在においても、「キ」

国経済は低迷している。 

「キ」国は国土の 40%が海抜 3,000m を越えており、耕作に適する農地は全土の 7%程度に過ぎ

ない。しかし厳しい自然条件にもかかわらず、経済は牧畜を中心とする農業に大きく依存してお

り、農業生産は GNP の 39.2%（2003 年､World Bank）を占めている。しかし、その農業分野も独

立後一貫して低迷している。これは、旧ソ連邦の崩壊に伴い、かつての産業に対する手厚い補助

金が打ち切られたことによる影響が大きい。独立直後に農村居住者の約 20%であった貧困層は、

現在 64%（2002 年、World Bank）に増加している。貧困層の多くは農業に従事していることから、

貧困削減の観点からも、農業の発展は「キ」国において重要課題としてとらえられている。 

また、「キ」国の農業は、旧ソ連邦時代の分業体制の下に畜産業、中でも特に羊毛生産が重点

的に行われていたため、穀物生産は重視されていなかった。独立後、旧ソ連邦からの農機の供給

割当が停止したことにより、穀物生産はさらに低迷し、主要食用作物である小麦の自給率は現在

約 51.5％（2003 年、農業省）となっている。そのため同国では前述の貧困削減と併せて、食糧

安全保障も早急に対応すべき問題とされている。 

現在「キ」国では、深刻な経済的低迷及びそれに伴う貧困削減をめざし、次に示す総合開発計

画に沿って、様々な国家政策をとっている。 

 

 ２）国家計画及び農業開発計画 

現在「キ」国では、国家総合開発計画（2001～2010 年）に沿って、様々な国家政策がとられ

ている。この計画は独立後 10 年（1991～2000 年）を経て、向こう 10 年間（2001～2010 年）の

国家ビジョンをとりまとめたものである。国家計画は広範囲にわたる分野をカバーするものであ

るが、その最終的な目的は、生活水準の向上及び発展とされている。 

「キ」国側に同国家計画と 2KR の関連性を確認したところ、次のとおり 3つの側面についての

説明を受けた。 

1 点目として、農業政策との関連が挙げられる。以下に国家計画の農業に関する箇所を抜粋す

る。農業分野の計画における柱は、次の 6点である。 

① 農地、農業改革の促進 

② 2010 年までに農産物生産量を 2000 年実績に対して倍増させる 

③ 農業分野における市場経済及び貿易の発展 

④ 農業分野におけるサービス産業の育成 
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⑤ 農産加工業の育成 

⑥ 水資源の利用促進 

農産物生産量の増加は重要項目の一つとされており、これを実現するために「キ」国側は農業

資機材の投入を重視している。かつて、旧ソ連邦時代には毎年多くのトラクター、コンバインと

いった農機が供給されてきた、しかし、独立後は完全に停止しており、同国は深刻な農機不足の

状態にある。この状況を打破しようにも、農業従事者は資金不足にあるため、自力購入は困難な

状況である。また、国家財政が逼迫しているため、政府も適切な農業資機材の調達を実施できな

い。2KR はこれを補填するものとして重要な意味を持つものである。 

2 点目は、国家食糧安全保障との関連である。前述の国家計画では、食糧安全保障即ち食糧増

産の重要性が謳われている。「キ」国では農機不足のために耕起を十分に行うことができない。

また、実った作物を適期に収穫することもできない状況にある。2KR による農業機材の投入によ

り、穀物の生産量を大幅に改善することが期待でき、食糧増産の観点において、2KR は国家計画

と直結するものであるといえる。 

3 点目として、貧困削減政策との関連があげられる。貧困層の多くは農業に従事しており、農

業の発展は農村在住者の生活向上、ひいては貧困削減の面において大きな効果が期待できる。2KR

による機材の投入、さらには見返り資金によるプロジェクトは農業の発展を促進するものであり、

そのことは間接的に貧困削減をめざす政策に合致する。 

 

（２）食糧生産・流通状況 

 １）対象作物の生産 

「キ」国における主要食用作物は小麦である。したがって、2KR の対象作物は小麦であるが、

その生産状況は次のとおりである。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 小麦生産量の推移 
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（出典：FAOSTAT）
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図 3-2 小麦栽培面積の推移 

 

図 3-1 及び 3-2 に示すとおり、2002 年から 2003 年にかけて、小麦の生産量及び栽培面積のい

ずれも大きく落ち込んでいることが分かる。これは、2002 年にカザフスタンより密輸小麦が大

量に入ったため、小麦の価格が下落したことによる影響との説明があった。農業省によると、小

麦の生産量は前年の価格に大きな影響を受けるとのことである。図 3-3 に小麦生産者価格の推移

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－3 小麦の生産者価格の推移 

 

2001 年に 6.1 ソム／Kg と最高値となったものの、これはインフレによる影響が大きく、価格

は他の物価に比して下落傾向にある。 

次に州別小麦生産状況を示す。2KR による農機の配布は、小麦の栽培面積に基づいて、州別割

当量が定められている。小麦生産の中心はサイト調査を実施したチュイ州、イシククリ州である。 
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（出典：農業省）
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図 3－4 小麦の州別生産状況（左:生産量、右:栽培面積） 

 

 ２）自給率 

「キ」国における小麦の自給率は、表 3－1に示すとおりである。「キ」国側からは、不足する

分を輸入で補っているが、慢性的な外貨不足のために必要量を確保することは困難であるとの説

明がなされた。 

表 3－1 小麦の自給率 

（出典：農業省） 

 

なお、「キ」国における一人あたりのカロリー摂取量は 2,882Kcal（FAOSTAT）となっており、

FAO の食糧不足国には認定されていない。しかし、同国では貧富の格差が激しく、国民の 64％が

貧困層にカテゴライズされており、農業省によると、摂取カロリーについても貧困層の多い農村

部では不十分な状況にあるとのことであった。 

 

 ３）輸出入 

小麦の輸出入の状況は図 3－5のとおりである。 

　年 1999 2000 2001 2002 2003

　一人あたり必要な小麦（Kg/年） 265 265 265 265 265

　人口(千人) 4,865 4,915 4,955 4,993 5,039

　食用に必要な小麦（ｔ） 1,289,225 1,302,475 1,313,075 1,323,145 1,335,335

　小麦の収穫量（ｔ）（①+②+③） 998,196 935,198 1,071,540 1,046,310 912,346

　　　飼料用（ｔ）① 144,100 144,900 148,800 125,000 122,600

　　　種子用（ｔ）② 111,000 104,000 119,000 116,000 102,000

　　　食用にまわせる小麦（ｔ）③ 743,096 686,298 803,740 805,310 687,746

　食用小麦の自給率(％) 57.6 52.7 61.2 60.9 51.5

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2001 2002 2003
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2001 2002 2003

ﾀﾗｽ

ｵｼ

ﾅﾙｲﾝ

ｼﾞｬﾗﾙ-ｱﾊﾞﾄ

ｲｼｸｸﾘ

ﾁｭｳｲ

ﾊﾞﾄｹﾝ

（t） (ha)

（出典：農業省）
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図 3－5 小麦の輸出入状況 

 

同国における小麦の輸入量は変動が激しく、不安定な状況にある。前述のとおり、国内需要を

満たしていないため、それを補うために隣国のカザフスタン、ウズベキスタン産を中心に輸入し

ている。 

また、わずかながら小麦の輸出が見られるが、財務省によると、これは外貨が不足している「キ」

国が、燃料を中心とする必要物資とバーター取引を行うために小麦を使用したものがほとんどと

なっているとのことであった。 

 

 ４）増産の必要性 

「キ」国では、牧畜が盛んであり、肉類の摂取量は比較的多い。しかし、農業省からの情報に

よると、経済的理由によりたんぱく質を十分に確保できない国民も多く、その場合、カロリーは

小麦等穀類に頼る傾向がある。また、小麦は食用以外にも、種子用、飼料用と多くの需要がある。

外貨不足から、輸入に全てを頼るのは厳しい状況にあるため、国内における小麦増産の必要性は

極めて高いと言える。 

 

（３）農業資機材の生産・流通状況 

 １）農機の流通状況 

かつて、旧ソ連邦時代には、毎年 2,000 台ペースでコンバイン、トラクター及びその他の農機

が「キ」国に対して投入されていた。しかし、旧ソ連邦崩壊後、その供給は完全に停止している。

そのため、かつて投入された農機の老朽化は激しく、国内では深刻な農機不足状態に陥っている。

また、「キ」国で農機は製造されていない。 

なお、農機の新規輸入も外貨不足のため、「キ」国政府として行った購入は 2002 年に綿花との

バーター取引にてベラルーシ製トラクター67 台のみである。民間ベースの輸入もないとのこと

であり、近年統計にのぼるのは日本の無償援助による輸入分のみとなっている。具体的な台数に

ついては表 3-2 を参照されたい。 

農業省に民間ベースの輸入について聞き取り調査を行ったところ、個人的に農機の輸入を試み

た者もいるようであるが、支払条件などが海外のメーカーと折り合わず、契約に到ったケースは

ほとんどないとのことであった。なお、2KR 農機の支払条件は、FOB 等価を分割払い、しかも

無金利であるため、「キ」国農業従事者にも購入が可能となっている。 

（出典：農業省）
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 ２）市場への影響 

2KR により調達された農機の市場における比率は、表 3-2 のとおりである。 

表 3－2 2KR 農機の占める比率 

（出典：国家技術検査総局、2004 年 10 月現在） 

 

農家、農業共同体、アイルテックサービス、インポルトテクサービスなどの民間企業に 2KR

の市場に対する影響について聞き取り調査を行ったところ、特に悪影響はないとの回答を得た。

彼らによると、そもそも「キ」国では新品の農業機械の流通がなく、わずかに売買されている中

古農機が市場の中心となっている。そのため 2KR 農機が「キ」国内市場の農機と競合することは

基本的にはないとの認識が農業省にある。また、同国に新品農機の市場が確立していたとしても、

2KR により調達された農機は、価格的に安いものではないとのことであった。以上により、2KR

により調達された農機が、特に国内の農機市場を乱すといった心配はないと思料される。 

また、農業省に対し農機市場育成の計画があるか問い合わせたところ、次に示す情報が提示さ

れた。 

①CIS 域内単一リーシングシステムの確立 

旧ソ連邦崩壊後、程度の差こそあれ CIS 諸国では旧ソ連邦からの農業機械の投入がな

いため、農機不足の状況にある。このシステムは、域内で必要とされる賃耕・賃刈サー

ビスを一元的にとりまとめるもので、2004 年 10 月 11 日に本件にかかる会議が関係 CIS

諸国担当者により開催される予定となっている。同システムが実現した場合、ロシア、

ベラルーシ、ウクライナなどで製造されている農機を用いた賃耕・賃刈サービスを提供

する仕組みが国家の枠をこえて確立されることになる。 

②MTZ1工場の「キ」国への誘致 

MTZ の工場を「キ」国国内に誘致することが検討されているが、農業省と同社は現在も

交渉継続中である。条件に折り合いがつかない部分も多く、実現に到るまでには更に時

間を要するとのことであった。 

 

３－２ ターゲットグループ 

「キ」国 2KR では、平成 8年度（1996 年度）から平成 13 年度（2001 年度）まで肥料や農薬の調達

                                                  
1 Minsk Tractor Works（ベラルーシ）により生産されているトラクターの名称。 

台数(台) ％ 台数(台) ％ 台数(台) ％ 台数(台) ％

2KR 160 4.73 87 100.00 73 35.96 0 0.00

ﾉﾝﾌﾟﾛ 109 3.22 0 0.00 109 53.69 0 0.00

その他 3,117 92.06 0 0.00 21 10.34 3,096 100.00

全体 3,386 100.00 87 100.00 203 100.00 3,096 100.00

2KR 126 0.50 70 18.04 56 3.24 0 0.00

ﾉﾝﾌﾟﾛ 701 2.77 318 81.96 340 19.65 0 0.00

その他 24,462 96.73 0 0.00 1,334 77.11 23,171 100.00

全体 25,289 100.00 388 100.00 1,730 100.00 23,171 100.00

トラクター

～5年 5～10年

使用年数別
全国台数

10年～

コンバイン
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実績はなく、一貫して農機の調達が行われてきた。そのため、農家及び農業共同体といった直接自身

の耕作地に農機を必要とする農家の他に、賃耕・賃刈サービス提供組織も 2KR 資機材の配布対象とさ

れている。 

（１）農家・農業共同体 

「キ」国は 1994 年 2 月に公布された大統領令「農業・農地改革の促進に関する対策」に基づき、

1995 年頃より、表 3-4 の内容にて農地改革が行われた。これにより、1995 年の 1 年間で 119 ヶ所

あったコルホーズの 82 ヶ所、127 ヶ所あったソフホーズの 75 ヶ所が民営化され、自営農家及び農

業共同体がその数で 99％以上を占めることとなった。 

表 3-3 農地改革 

（出典：農業省） 

 

第 2 段階で全国的に実施された農地分配においては、全国民 1人あたり 0.5ha の農地が分配され

た。そのため農家 1戸あたりの農地は 5～7ha 程度である。しかし、農家はこの他に 50ha 程度の農

地を借地していることが多いため、合計 60ha 程度を耕作している。この規模が「キ」国における

小･中規模農家にカテゴライズされるものである。栽培作物は、農家によってその栽培比率は異な

るものの小麦、綿花、ジャガイモ等が中心となっている。今回サイト調査を行った、小麦栽培農家

の多いイシククリ州では、借地面積が 300ha に達する中規模農家（農業共同体）も多く見られた。

また、必要な農業資機材が確保できると、数軒の農家が集まって組織された耕作面積 1,000ha に達

する大規模農家（農業共同体）も形成されている。 

小､中規模農家では、賃耕・賃刈サービス提供会社を利用する場合が多いが、2KR 農機は彼らの

収入に比して高額であるにもかかわらず、農機を直接購入する者も少なからずいる。これは「キ」

国における農機の不足が深刻で、かなり厳しい返済条件になることが想定されても、最優先で農機

を確保しようとすることによる。また、大規模農家では、農機を保有している場合が多いが、不足

する部分は賃耕・賃刈サービスを利用しているとのことであった。しかし、いずれの農家にとって

も農機代金の返済は厳しいとのことであり、支払い期間の延長を強く要望していた。 

 

（２）賃耕・賃刈サービス提供組織 

2KR にて調達された農機は、直接利用する農家の他に、賃耕・賃刈サービスを提供する会社に配

内　　容

第1段階
(試験段階)

　試験的に土地の私有化を限定的に行った。本格的な土
地分配を行う際に想定される問題を事前に把握するのが
目的であった。自営農の育成を念頭においた政策が検討
された。

第2段階
(個人農の形成)

　旧ソ連邦時代より農業の中心であった、ソフホーズ(集
団農場)、コルホーズ(国営農場)を解体し、全ての農家に
対して土地の分配を行った。分配された土地は当初借地
権であったが、その後、憲法に完全な所有権である旨が
記載された。

第3段階
(農業共同体の形成)

　個人農家の再組織化が進められている。なお、組織化
は国が主導しているものではなく、自然発生的な流れで
ある。複数の農家が耕地を合わせて農業共同体を形成す
る場合と、農産物の生産、生産物の加工、流通、販売を
担当する異業種の者が1つの組織を形成して、効率的かつ
高い利益をあげることを目指している場合がある。
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布されるケースが多い。このような組織は全国に 350 団体ほどあるが、この中にはアイルテックサ

ービス及びインポルトテクサービスも含まれる。なお、配布先の詳細については、第 4章に記載す

る。「キ」国政府では、裨益者を最大限にするには、直接農家・農業共同体に販売するよりも、賃

耕・賃刈サービス提供会社に配布する方がよいとの考えがある。前者に配布した場合、その使用は

当事者に留まるが、賃耕・賃刈サービス提供会社であれば、広く農家に使用されることが期待され

るからである。平成 16 年度（2004 年度）2KR が実施される場合には、中､小規模農家への裨益を考

え､サービス提供会社への配布を優先的に行いたいとの発言が農業省よりなされた。 

 

３－３ 2KR の必要性及び妥当性 

「キ」国は国土の 40%が海抜 3,000m を越えており、耕作に適する農地は全土の 7%程度に過ぎない。

しかし、厳しい自然条件にもかかわらず、他に特筆すべき資源や産業がないことから、経済は牧畜を

中心とする農業に大きく依存しており、農業生産は GNP の 39.2%（2003 年､World Bank）を占めてい

る。しかし、かつて旧ソ連邦体制のもと毎年 2000 台ペースで行われていた農機の配給が完全に停止

したため、同国における農機の老朽化及び不足の状況は深刻となっており、このことは農業に多大な

影響を与えている。例えば、トラクターの不足は、適切な時期に耕起が行えないことから、耕作面積

の減少を引き起こしている。また、コンバインの不足により適期に収穫を行うことができず、落穂量

の増大や雪害被害の拡大の直接的な原因となっている。必要な農機を確保することは、農業生産性の

向上という観点において不可欠であるが、大手農機メーカーの代理店のない「キ」国において、農家

が直接メーカーから買い付けることは現実的ではない。また、政府として農機を購入しようにも、財

政難及び外貨不足のため、非常に困難な状況にある。結果として、独立後 10 年間の農機の新規投入

は、日本の 2KR 及びノンプロジェクト無償に頼ることになった。この意味において、2KR は「キ」国

の国家財政及び外貨への支援として、大きな役割を果たしている。 

また、独立直後に農村居住者の約 20%であった貧困層は、現在 64%（2002 年、World Bank）に増加

している。貧困層の多くは農業に従事していることから、貧困削減の観点からも、農業の発展は「キ」

国において重要課題としてとらえられている。 

以上の状況を鑑みるに、「キ」国において 2KR の必要性は極めて高いといえる。 
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第４章 実施体制 

４－１ 資機材の配布・管理体制 
（１）実施機関 
 １）現在の実施体制 

2KR 実施にかかる主な関係省庁は次のとおりである。 
表 4-1 実施責任機関 

（出典：平成 16 年度（2004 年度）向け要請書） 
 

しかし、上述の財務省及び農業省は、適宜他の関係官庁に合議していることも多く、必ずしも

完全な権限を有しているわけではない。「キ」国 2KR の実施にあたっては上述以外にも複数の省

庁が関連しているが、これは、同国政府の複雑な構造に原因がある。次頁に、図 4-1 政府組織

図（抜粋）、図 4-2 農業省の位置付けを示す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

機関名 責任者名 役職

要請書作成 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

要請書提出 財務省 Mr. Abildaev B.E. 大臣

財務省 Mr. Abildaev B.E. 大臣

農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

入札責任機関 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

配布監督責任機関 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

見返り資金積立責任機関 財務省 Mr. Abildaev B.E. 大臣

B/A締結機関 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

A/P発出機関 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

モニタリング責任機関 農業省 Mr. Kostyk A.V. 大臣

総合実施責任省庁
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図 4-1 政府組織図（抜粋） 

 

財務省及び農業省は、経済開発副首相の権限下にあり、その指示に基づいて実際の政務が行わ

れている。また、各省は、図 4-2 に示すとおり、大統領府、首相府からの強い影響下にあるとい

える。 

 
図 4-2 農業省の位置付け（抜粋） 

 
首相府は農業省に対する発言力を持つが、大統領府の農業部局は農業省のみならず、直接地方

公共団体の農業部に対する権限を持つ。財務省の置かれている状況も同様である。なお、大統領

府と首相府の力関係は、その時の情勢により変化する。 
次に、農業省の組織図を図 4-3 に示す。2KR の担当部局は、農業政策／国内経済／対外関係及

び投資局となっている。 
 
 
 

*　現在副首相は3名。
*　経済開発副首相、社会問題副首
相の下、現在12名の大臣が置かれて
いる。

大統領

首相

第一副首相 経済開発副首相 社会問題副首相

財務大臣 農業大臣

首相府

大統領
府

大統領府 首相府

財務部局 農業部局 財務部局 農業部局

農業省

州庁農業部

州庁地区農業部

農業省州支部

農業省地区支部

（出所： JICA キルギス事務所）

（出所： JICA キルギス事務所）
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図 4-3 農業省組織図（抜粋） 

 
図 4－3 に示すとおり、農業省の職員は大臣を含めても 70 人程度となっている。2002 年 3 月 3

日付政令 181 号により省庁のスリム化が実施され、農業関連省庁 7 省 1,400 人の公務員は、大幅

に削減された。農業省については、同政令により、中央の職員を 71 名以内にする旨が定められ

ている。実際にはこのほかに、各州支局に配置されている職員がいる。2KR を実際に担当して

いるのは、農業政策/国内経済/対外関係及び投資局であるが、職員の人数は限られているため、

今後モニタリング等を実施する場合には各州の農業省支局の職員を有効に活用する必要がある。 
なお、農業省の予算は、表 4-2 に示すとおりである。「キ」国では、表 4-3 に示すとおり、農

業省予算の大半を EU からの援助に頼っている。表の項目からも明らかなとおり、2KR 機材の配

布にかかる予算及び農機の維持管理予算は財源不足のため確保されていない。 
 
 
 

農業大臣

農業省内部の長 内部監査部　(6名)

次官第一次官 次官

農業政策/国内経済/
対外関係及び投資局

予算及び計画部門
（5名）

人事及び研修部

監理 会計

農業生産発展局

畜産/獣医学部門
(6名)

調達/ﾘｻｲｸﾙ/市場開発/
食品加工局

調達及び市場開発部門
(6名)

耕作/植付補助部門
(9名)

食品加工及びその安全
に関する部門(6名)

国内政策及び投資部
門（5名）

農業政策、法規及び
情報部門(5名)

予測/分析部門
(6名)

省内監理補佐部門
(10名)

（出典： 農業省）
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表 4-2 農業省予算 

（出典:農業省） 

 
表 4-3 農業省予算の拠出先 

（出典：農業省） 
 

 ２）今後の実施機関 
調査団からは、農業省、財務省が大統領府及び首相府の影響無しには判断ができないことも多

く、結果的に責任の所在が不明確となっている点を指摘し、可及的速やかにこの状況を改善する

よう申し入れた。これに対し、「キ」国側からは、平成 16 年度（2004 年度）案件が実施される

場合には、各省庁からの影響を受けない新しい組織を設立することを検討中であるとの説明がな

された。この組織の設立により、責任の所在に係る問題はほぼ解決されるとのことであり、組織

の特徴及び期待される効果は次のとおりである。 

千ソム ％ 千ソム ％ 千ソム ％

　農業省予算合計 455,819.20 100.00 535,331.90 100.00 473,933.70 100.00

　　　国家負担額 257,556.50 56.50 315,429.10 58.92 250,147.30 52.78

　　　ＥＵ負担額 198,262.70 43.50 219,902.80 41.08 223,786.40 47.22

2002 2003 2004

2002 2003 2004

国家 人件費 96,885.80 109,828.40 113,114.80

国家 社会保障費 24,468.80 26,418.10 27,813.50

EU 国内出張費 10,388.80 7,960.80 8,158.80

EU 海外出張費 636.10 651.10 684.30

EU 資機材購入費 27,188.10 24,014.60 22,948.60

EU 医薬品購入費 0.00 284.70 284.70

EU 食料品費 772.70 1,552.30 1,552.60

EU 車輌維持費 28,523.40 26,997.00 24,302.80

EU 水道料金 338.90 568.10 594.30

国家 電気代 92,263.20 113,793.10 46,855.70

国家 暖房費 915.90 1,561.20 1,390.90

EU ガス代 78.70 95.00 126.30

EU 通信費 5,487.80 6,811.70 7,187.20

EU その他公共料金 2,210.40 3,011.60 3,120.00

EU その他購入サービス借用料 85,838.20 129,700.10 113,747.50

EU 主要機材購入費 1,860.60 12,267.80 7,489.90

大修繕費 77,961.80 69,816.30 94,561.80

　　　修繕費国庫負担分 43,022.80 63,828.30 60,972.40

　　　修繕費ＥＵ負担分 34,939.00 5,988.00 33,589.40

合　　計 455,819.20 535,331.90 473,933.70

国家/ＥＵ

予算の拠出先 項　目
予算額（千ソム）



- 27 - 

① 新しい組織は省庁の壁を超えた独立管理機関(PIU)とする。 
② PIU には各省庁の要人に加え、日本側も参加することにより、透明性及び公正性を

確保する。 
③ PIU の業務内容は、通関、農機の保管、購入者の選定、契約締結、スペアパーツの

確保、モニタリング、見返り資金の回収、積立状況の報告、見返り資金使用プロジ

ェクトの実施と、2KR に関わる業務ほぼ全てとなる。 
④ 今後は 2KR にかかる手続きが一元的にこの PIU により行われるため、責任の所在

が明白となる。 
⑤ 見返り資金を商業銀行に預け替え、その利子（5～10％）を PIU の運営資金とする。

現体制では資金不足により十分に行われていないモニタリングについても、この資

金を使用することにより実施可能となる。 
⑥ 回収した見返り資金の利子が運営資金となるため、今まで以上に回収に力が入り、

見返り資金の積立率が上昇することが期待できる。 
PIU の設立については現在経済開発基金を改組する方法と、全く新たに設立する方法が検討

されている。同基金は既にクレジットの回収などの経験を積んでいるため、財務省としてはその

方法を積極的に進めている。既に財務大臣令の下、基金を改組する作業グループが設置されてお

り、現段階では基金の改組による PIU の設立の方向性が有力である。 
 
（２）配布・販売方法 
 １）配布体制 
① 平成 9 年度（1997 年度）～平成 13 年度（2001 年度）の配布体制 

「キ」国における 2KR 農機の配布は、政令 670 号「商品クレジットにかかる政令」に基づき

行われている。次に配布の流れを示す。 

図 4-4 配布フロー 

通関
(2～ 3日 )

i)

ii)
iii)

iv)
v)

vi) 賃耕・賃刈サービス提供会社に2KR農機が配布された場
合には、周辺の農業従事者にサービスを提供する。

入札公示は新聞、ラジオ、TVにてなされる。
選定基準は次のとおりである
・耕作面積
・支払能力 （担保の有無、他の債務、税金の滞納）
・以前に2KR農機を購入していないこと

農家
農業共同体

賃耕・賃刈サービス提供会社

国家配布クレジット委員会
（通称：中央入札委員会）

2KRにより調達された農機は、購入者が選定されるまで
アイルテックサービスもしくはインポルトテクサービ
スの倉庫に保管される。(約１ヶ月)
農機は、購入者の費用負担で耕地まで移動される。
農業省が州別割当数にかかる素案を作成する. 割当数
は小麦の耕作面積及びこれまでに配布した農機の数を
考慮の上、算出される。農業省による提案は、同委員
会で検討され、割当数量が確定後州入札委員会に通知
される。

州入札委員会

（出所：農業省及び財務省）
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i) 「キ」国に到着した農機は、通関終了後購入者が決定するまでの約 1 ヶ月間、アイルテ

ックサービスもしくはインポルトテクサービスの倉庫に保管される。この作業は、日本

の契約商社と代理店契約を結んだ方が行う。 
ii) 入札により農機の配布を受けることになった購入者は、自己の費用及び危険負担で農機

を運搬する。 
iii) 農業省は対象作物の耕作面積や今までに投入した農機数などを考慮して、各州への農機

配分数（案）を国家配布クレジット委員会（通称：中央入札委員会）に提出する。委員

会は、この案を基にして州別割当数を決定し、この内容を州入札委員会に通知する。 
iv) 州入札委員会は、中央入札委員会からの割当数の通知を受けて、入札の公示を行う。入

札公示は、TV、新聞、ラジオにより行われているが、州庁から各地区の役場にも文書

にて入札の存在を知らされているため、農家は役場の担当から口頭により情報に接する

ことも多い。入札書類の提出にあたっては、中央入札委員会からの通達に則って経済開

発基金が購入希望者にアドバイスを行っている。 
v) 州入札委員会は次の選定基準に従って、応札者の中から購入者を決定する。 

＊ 至近 2~3 年の収穫量 
＊ 小麦の耕作面積 
＊ 商業銀行に負債があるかどうか。ある場合は、滞りなく返済されているか

どうか。 
＊ 税金、社会保険料等滞納の有無 
＊ 農機のメンテナンス能力を有しているか否か 
＊ 過去に 2KR 農機の配布を受けているか否か。 

 購入者の選定にあたっては、支払い能力が も重視されている。委員会のメンバーは

全ての応札者の農場を実際に視察し、担保の有無等を確認している。なお、州入札委員

会のメンバーには、州庁職員、経済開発基金の地方職員、税務署員に加え、民間銀行の

行員が含まれており、多角的に購入者の支払能力を審査できる体制がとられている。こ

の委員会のメンバーは、政令 670 号の通達に則った構成となっている。 
 また、応札は個人農家でも可能であるが、法人格をとることが条件付けられている。

「キ」国では法人格を持たない者を提訴することができないため、支払いが不能となっ

た場合に裁判所を通して強制執行が行えるよう、全ての応札者に法人格の取得を義務付

けているものである。法人格の取得は、州の法務局に必要書類を提出後 10 日程度で、

手続きを完了させることが可能となる。 
 上述の選定基準に従い、応札書類は受領後 3 日以内に委員会にて審査され、 終的に

は委員長が 終決定を下す。選出された購入者には直接その結果が通知されるが、農機

を購入できなかった者からのクレーム対策の意味合いをこめて、審査にかかる情報は公

開対象とされている。なお、購入者との契約書の締結については、経済開発基金が当事

者となる。 
vi) 一般的な賃耕・賃刈サービス料金は次のとおりである。 
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表 4-4 賃耕/賃刈サービス料金 

                    （出所：農家聞き取り調査） 
 燃費は、ロシア製と 2KR による DAC 製とでは大きく異なる。詳細については 2 章を

参照されたい。 
 

実施機関である農業省、財務省、その他関係機関の情報から判断するに、配布体制は確立されて

おり、農機受領者の選定は公正に行われているものと思料される。 
 
② 今後(平成 16 年度)の配布体制 

「キ」国では、今後 2KR が実施される場合には、独立管理機関（PIU）を設立し、その組織が

一貫して配布、契約の締結から見返り資金の回収まで担当する予定である。（PIU については前

述の 4－1（1）実施機関を参照のこと。） 
平成 16 年度（2004 年度）が実施された場合、配布体制は図 4-5 のとおりとなる。 

図 4-5 平成 16 年度（2004 年度）に 2KR が実施された場合の配布フロー 

通関
(2～3日)

①

②
③

④ 賃耕・賃刈サービス提供会社を中心に農機を配布する。

賃耕・賃刈サービス提供会社
（農家）

（農業共同体）

国家配布クレジット委員会
（通称：中央入札委員会）

2KRにより調達された農機は、購入者が選定されるまでア
イルテックサービスもしくはインポルトテクサービスの
倉庫に保管される。(約１ヶ月)
農機は、購入者の費用負担で耕地まで移動される。
農業省が州別割当数にかかる素案を作成する. 割当数は
小麦の耕作面積及びこれまでに配布した農機の数を考慮
の上、算出される。農業省による提案は、同委員会で検
討され、割当数量が確定後PIUに通知される。

独立管理機関（PIU）

料金
（ソム/ha）

賃耕 250ソム/ha

＊
＊

オペレータ料金を含む。
燃料費は別途。
（１L＝15ソム､１haに20L程度必要とな
る）

賃刈 1,000～1,300ソム/ha

＊
＊

＊

オペレータ料金を含む。
燃料費は含まれる場合と、別途徴取する場
合がある。
コンバインは場合によっては長距離を移動
させるが、サービス提供会社から遠距離に
ある耕作地へのサービス提供料金は、輸送
費分上乗せされるため、割高となる。

備　　考

（出所：農業省及び財務省）
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新体制が導入されると、大きく次の 2 点が変更となる。 
＊ 州レベルの入札委員会に代わって、配布にかかる入札の全てを PIU が管理する。 
＊ 配布先として、賃耕／賃刈サービス提供会社を積極的に選出する。   
「キ」国側によると、1 つ目の変更点により、関係省庁からの影響から脱して、より迅速な配布

の実現をめざし、2 つ目の変更点によって、小農に対する農機サービス提供の場の拡大を狙うとの

ことであった。 
 

 ２）年度別配布状況 
① 平成 8 年度（1996 年度）の配布状況 

政令 23 号に基づき、ノンプロ無償により同時期に調達された農機と共に平成 8 年度（1996 年

度）調達分の 2KR 農機は全て、当時国営企業であったアイルテックサービスの所有（資産）と

された。この農機の資産価値は国家資産委員会により 7,100 万ソムと算定され、その後同額面の

株式が発行された。株式は全て国家資産委員会所有となっており、その後新株の発行もしていな

いことから、同社は 2000 年に民営化されたとはいうものの、実質上国営企業といえる。現在ま

でに、アイルテックサービスは全株式の 1％分を委員会より買い戻しているが、他年度分農機に

かかる経済開発基金との債務を優先的に返済しているため、買戻しは遅れがちである。 
「キ」国政府としても、平成 8 年度（1996 年度）分の見返り資金については問題意識を強く

持っており、現在 2 つの方法を検討中である。方法とは、アイルテックサービスの賃耕･賃刈サ

ービスによる利益を積み立てるか、アイルテックサービスが現在所有している農機を没収するか

であるが、いずれも見返り資金を義務額まで積み立てる方法としては不十分であるため、引き続

き検討中となっている。 
 

② 平成 9 年度（1997 年度）～平成 13 年度（2001 年度）の配布状況 
いずれの年度の農機についても、既に全量配布済みであり、在庫はない。州別及び年度別配布

先リストが「キ」国側より提出されているので、表 4-5 に示す。なお、このリストは経済開発基

金が代金回収先を管理するために作成しているものである。 
表 4-5 州別コンバイン数 

～5年 5～10年 10年～

バトケン 312.4 164 4 13 147

チュウイ 1,060.8 953 16 61 876

イシククリ 618.2 597 13 38 546

ジャラルアバト 1,211.1 438 8 30 400

ナルイン 1,305.0 465 9 29 427

オシ 802.2 483 11 31 441

タラス 256.6 286 3 24 259

合計（全国） 5,566.3 3386 64 226 3096

使用年別農機数(台)全体
(台)

州名
農地面積
（千ha）

（出典：農業省／経済開発基金）
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図 4-6 使用年数 10 年以内の農機数及び小麦の耕作面積（州別）（出典：農業省／経済開発基金） 

 
表 4-6 配布先リスト 

 
＊ 平成 8 年度（1996 年度）については、経済開発基金は農機の代金回収を担当していな

い。そのため、上記リストは参考資料として提出されたものである。 
 

 
 
 

 

平成9年度（1997 年度）
農機購入者

契約日 台数
平成10年度（1998年度）

農機購入者
契約日 台数

LTS "Kok-Art-Dany" 2000年3月16日 3 CF "Ayaldar" 2000年5月18日 1
JSTC "Tehnik" 2000年3月22日 1 CF"Eldiyar" 2000年5月18日 1
JSTC  "Aksyayilkomok" 2000年3月22日 2 JSTC "Archa" 2000年5月18日 5
JSTC "Remontnik" 2000年3月22日 2 JSTC "Tehnik" 2000年3月22日 1
Seed Farm Bede-Uroon" 2000年3月22日 1 Company "Erkin-Too" 2000年3月22日 3
JSTC Agrotehservice "Barabakash" 2000年3月22日 1 JSTC Jala-Abad selhozhimiya 2000年3月22日 2
JSTC "Selhoztehnika" 2000年3月22日 1 Seed farm "Bede-Uroon" 2000年3月22日 1
Kopuro-Bazar Thay 2000年3月22日 2 Seed Farm by name of Tashirova 2000年3月22日 1
Seed Farm Tashirova 2000年3月23日 1 JSTC Agrotehservice "Barabakash" 2000年3月22日 2
CF "Muza" 2000年5月17日 2 JSTC "Selhoztehnika" 2000年3月22日 2
JSTC "Ysyk-Kol ayil jabduu" 2000年5月18日 3 CF "Kyzyl-Jar" 2000年3月22日 2
JSTC "Ayiltehnika" 2000年5月18日 3 JSTC "Kegety" 2000年6月20日 5
JSTC "Agromash" 2000年12月20日 3 CF "Bobok" 2002年11月1日 1
CF "Cholok-Tuma" 2001年2月9日 2 27
CF "Kalen" 2001年2月9日 1
CF  9 Maya 2003年5月12日 2
CF "Birdik" 2003年5月20日 2

32

合計

＊　当初の調達台数は28台であるが、上記には支払いが滞って転売された
4台が含まれるため、合計32台分のリストとなっている。

合計
＊　調達機材：コンバイン　Massey Ferguson MF-23、28台 ＊　調達機材：コンバイン　Claas　Dominator　88VX、26台

＊　調達台数は27台であるが、上記には支払いが滞って転売された1台分
が含まれるため、合計27台分のリストとなっている。

平成8年度（1996 年度） 機材名 台数
コンバイン　Rostselmash　NIVA　SK-5M1 19
トラクター　Minsk Tractor Works MTZ-82.1 56アイルテックサービス
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（出典：経済開発基金） 

平成13年度（2001 年度）
農機購入者

契約日 台数
平成13年度（2001 年度）

農機購入者
契約日 台数

CF "Baba-Dyikan" 2003年4月24日 1 CF "Ak-Kula" 2003年5月30日 1
CF "Hosil" 2003年4月29日 1 CF "Bobok" 2003年5月30日 1
CF "Otkurbek" 2003年4月29日 1 CF "Alymbek u. Sharshek" 2003年5月30日 1
CF "Salieva Urkuya eje" 2003年4月29日 1 CF "Apas" 2003年5月30日 1
CF "Kyrchyndy" 2003年5月7日 1 CF "Pioner-BAR" 2003年6月3日 1
CF "Jayil" 2003年5月7日 2 CF "Kytai" 2003年6月4日 1
CF "Tendik" 2003年5月8日 1 CF "Seisultan" 2003年6月5日 1
CF "Shyrdakbek" 2003年5月8日 1 CF "Bektash" 2003年6月6日 1
Coop.Farm"Boston-Gairat" 2003年5月8日 1 CF "Bakyt-Dos" 2003年6月10日 1
CF "Tameki" 2003年5月14日 1 SE KyrSIL 2003年6月11日 1
CF "Samat-Ata" 2003年5月19日 1 CF "Feod" 2003年6月17日 1
CF "Baytik-Yntymak" 2003年5月19日 1 Ryskeldiev Kanybek 2003年7月14日 1
CF "Nazik" 2003年5月19日 1 CF "Doolot" 2003年7月18日 1
CF "Taibahun" 2003年5月19日 1 CF "Dondok" 2003年7月18日 2
CF "Keski" 2003年5月21日 1 CF "Radbek" 2003年7月22日 1
CF "Kusein" 2003年5月21日 1 CF "Ulgu" 2003年7月22日 1
CF "Kaly Chargynov" 2003年5月21日 1 Autoenterprise "Batken-Trans" 2003年7月23日 2
JSTC "Agrotehservice "Ak-Beket" 2003年5月23日 2 CF "Tilek" 2003年7月25日 1
JSTC "Jemish" 2003年5月26日 1 JSTC "Satang" 2003年8月19日 1
CF "Aikol" 2003年5月27日 1 43
＊　調達機材：コンバイン　Sampo SR2065、43台

合計

平成11年度（1999年度）
農機購入者

契約日 台数
平成11年度（1999年度）

農機購入者
契約日 台数

Breeding Farm "Tulpar-2" 2000年10月 2 Seed Farm  "Orgochor" 2000年11月7日 1
CF "Nurmat" 2000年10月3日 2 Breeding Farm "Nookat-Burkutu" 2000年11月7日 1
CF "Erkinbek" 2000年10月3日 1 CF "Kyrgyzstan" 2000年11月8日 1
Oblkoopservice 2000年10月5日 1 CF "Shydyr" 2000年11月11日 1
CF "Edil" 2000年10月18日 1 CF "Tolobek" 2000年11月23日 1
CF "Door ХХI" 2000年10月23日 1 JSTC CF "Tandem Li Ko " 2000年11月24日 2
PC "Meermanov" 2000年10月23日 1 CF "Kabyl" 2000年11月24日 1
PC "Dostuk" 2000年10月23日 1 JSTC "Adilet-Dan-Azyk" 2000年12月5日 1
CF "Baltabai" 2000年10月23日 1 JSTCА"Tehnik" 2000年12月19日 1
JSTC "Tehservice-Dootu" 2000年10月23日 1 CF "Besh-Terek" 2000年12月19日 1
CF "Aziretaly" 2000年10月23日 1 CF "Emgekchil" 2000年12月27日 1
CF "Baba-Dyikan" 2000年10月23日 1 CF "Maksut-Urpaktary" 2000年12月30日 1
PCC "Ak-Altyn-Elita" 2000年10月23日 1 Seed Farm "Bede-Uroon" 2000年12月30日 2
CF "Mulla-Tashbai" 2000年10月23日 1 PE "Estek" 2001年1月3日 1
CF "Apit" 2000年10月23日 1 CF "Eldiyar" 2001年1月11日 1
JCF "Kyzyl-Octyabr" 2000年10月23日 3 JSTC "Naryn-Et" 2001年1月17日 1
JSTC "Tehservice" 2000年10月23日 2 CF "Sharshe-Ake" 2001年1月30日 1
CF "Edil" 2000年10月23日 1 JSTC   "USM-4" 2001年1月30日 2
CF "Nurkojo" 2000年10月24日 1 CF "Nurata" 2001年2月2日 2
JSTC "Ayiltehnika" 2000年10月30日 1 CF "Ata-Kadyr" 2001年2月7日 1
CF "Aziz-М" 2000年10月30日 1 CF "Meerim-Jol-Sai" 2001年2月12日 1
CF "Oskar-An" 2000年10月30日 1 Agro Cooperative "Aikol" 2001年11月4日 1
CF "Adek" 2000年10月30日 2 CF "Bek" 2001年11月25日 1
Seed Farm "Chynar" 2000年10月30日 1 CF "KOSS" 2002年11月5日 1
PC "Tashirova" 2000年10月30日 2 Slavskii 2002年12月27日 1
CF "Kutman" 2000年10月30日 1 CF "Chon-Almaluu" 2003年3月28日 1
CF "Kirovets" 2000年10月30日 2 Agro Cooperative "Aikol" 2003年4月7日 1
Agrotehservice "Yangi-Naukat" 2000年11月1日 2 CF "Kedeibai " debt delegation 2003年5月20日 1
PC "Djagadaeva" 2000年11月3日 2 PC "Kashka-Terek"debt delegation 2003年8月18日 1
CF "Mamyr-Kut" 2000年11月3日 1 Kyrgyz Scientific Ins. debt delegation 2003年8月18日 1
CF "Tameki" 2000年11月3日 2 JSTC "Selhoztehnika" 1

78

＊　調達台数は70台であるが、上記には支払いが滞って転売された8 台分が含まれるため、合計78 台分のリストとなっている。

平成12年度（2000 年度）
農機購入者

契約日 台数

CF "Zarya" 2001年8月30日 1
JCF "Eldiyar" 2001年8月30日 1
JCF "Bobok" 2001年8月30日 1
CF "Kyzyl-Octyabr" 2001年9月10日 1
CF "Arzy" 2001年9月12日 1
JCF "Altyn-Dan" 2001年9月12日 1
Agrofarm "Niva" 2001年9月14日 1
CF "Oken"   2001年9月21日 1
CF  "Drujba" 2001年9月28日 1
CF "Vetka" 2001年9月28日 1
CF "KOSS" 2001年9月28日 1
CF "Muza" 2001年10月1日 1
CF. "Tashirova" 2001年10月3日 1
CF "Bakyt-Dos" 2001年10月3日 1
CF "Madanbek" 2001年10月5日 1
JSTC "Karasuu-Dan-Azyk" 2001年10月10日 1
CF "Ayaz-Bulak" 2001年10月13日 1
CF "Chonogor" Ak-Talaa Gauonraion 2001年10月15日 1
CF "Hosil" 2001年10月15日 1
SJSTLC "Ayiltehservice" 2003年7月31日 25
CF "Radbek" 2004年2月26日 1
CF "Jayil" 2004年6月8日 1
CF Jayil 2004年6月8日 1

47

*　　同年度は半数以上のコンバインがアイルテクサービスに割り当てられている。その経緯については、(3)2)①を参照のこと。

＊　調達機材：トラクター　Ursus　1614、70台

合計

合計

＊　調達機材：コンバイン　Sampo SR2065、44台

＊　当初の調達台数は44台であるが、上記には支払いが滞って転売された3台が含まれるため、合計47台分のリストとなっている。
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 注 1）LTS＝非公開株式会社 JSTC＝株式会社 CF, PE, SE＝農業共同体 
   Seed Farm, Breeding Farm＝種子用小麦栽培農場 PC＝農業企業  

JCF＝株式会社の形態をとる農業共同体 Agro Cooperative＝農業組合 
注 2）LTS、JSTC、PC が農業技術サービス提供会社。それ以外は農業共同体、法人格をとった

個人農家である。  
    
表 4-6 に示すとおり、2KR にて調達した機材の配布先は明確に把握・管理されている。配布方法

についても前述のとおり体制は確立されており、大きな問題は見当たらない。 
 
（３）販売後のフォローアップ体制 
 １）スペアパーツの供給及び修理体制 

2KR 農機を納入するにあたって、商社は入札図書の内容に従って現地代理店とアフターサー

ビス契約を締結する。実際に「キ」国を全国的にカバーできる会社は、現在のところアイルテッ

クサービス及びインポルトテクサービスの 2 社であるため、2 社のいずれかと契約を締結してい

る。入札図書に規定されている無償保障期間は通常 2 年であり、この間はアイルテックサービス

もしくはインポルトテクサービスが農機のメンテナンスを行う。アイルテックサービスは多くの

支社を持つため、本社のあるビシュケクから離れた州から修理要請があがってきた場合、至近の

支所が対応する。一方インポルトテクサービスにはオシュ支社しかないが、修理の要請に対して

は、全国の配布地域どこへでもビシュケク本社もしくはオシュ支社よりエンジニアを派遣する。 
無償修理期間が終了した後のメンテナンスについても、有料にてアイルテックサービスやイン

ポルトテクサービスが引き続き行っている。簡単な故障の場合、農機購入者は市場で類似するス

ペアパーツを購入し、これを加工して自力で修理を行っているが、メーカーから純正パーツを取

り寄せる必要がある場合には、2 社のいずれかにパーツの購入を依頼する。在庫がある場合には、

すぐにそのパーツが提供されるが、在庫がない場合はアイルテックサービスやインポルトテクサ

ービスがパーツをメーカーに発注する。サイト調査の際に、農機購入者は、これらの会社に必要

なパーツをリストアップして発注しても、なかなか入手できない等の不満が聞かれた。しかし、

一方で 2 社からは、要請に基づきメーカーからとりよせても、いざパーツを持っていくと現金が

ないとの理由により引取りを拒否されることも多いとの説明があった。アイルテックサービス及

びインポルトテクサービス等のメンテナンスを行う会社からは、自国におけるパーツの不足状況

は認識しているものの、会社としては利益をあげる必要があり、支払いに不安がある場合には必

ずしもパーツ入手の要望に応えられないとの説明がなされた。全国的にパーツの問題を解決する

ためには、農業省主導の下、パーツセンターを設立する必要があるとの意見も出された。 
また、「キ」国では、首都のあるチュウイ州を除く 6 州において交通網が未発達である。内陸

国のため輸送コストが高くつくということは、スペアパーツのみならず、農機用燃料の価格にも

大きな影響を与えている。「キ」国における燃料の価格は、隣国のカザフスタン、ウズベキスタ

ンの 2～3 倍に達する。 
 
 ２）アイルテックサービス （Joint Stock Company Ailtechservice） 

アイルテックサービスは、農業省傘下の国営企業 12社をベースにして、1997年に設立された。

この 12 社に加え、2KR の平成 8 年度（1996 年度）調達分農機及び同時期に実施されたノンプロ
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ジェクト無償による農機もアイルテックサービスの資産として投入されている。その後、2000
年に民営化され、現在全国に 19 の支社があるが、これらの支社ネットワークを活用して、農業

分野の様々な活動を「キ」国全土に対して行っている。アイルテックサービスの業務内容は、次

に示す 4 点があげられる。 
 

① 賃耕・賃刈サービスの提供 
アイルテックサービスは今までに 2KR により次の農機の配布を受けている。 

表 4-7 アイルテックサービスの受領した 2KR 農機 

         （出典：アイルテックサービス） 
 

2001 年に政令にて「農機代金の返済が滞っている組織には今後農機を配布しない」ことが定

められたため、経済開発基金に対し債務を有するアイルテックサービスは、その後農機の配布を

受けられないこととなった。しかし、実際には平成 12 年度（2000 年度）2KR にて調達されたコ

ンバイン 44 台のうち、25 台が政策的にアイルテックサービスに配布された。この配布にあたっ

ては、経済開発基金との間に契約が締結されている。農業省によると、この政令は、農機を購入

できない小農も 2KR 農機による賃耕／賃刈サービスを受領できる体制を作ることが目的とのこ

とであった。アイルテックサービスは、表 4－7 に記載の 2KR による農機に加え、ノンプロジェ

クト無償にて調達された農機の配布も受けているが、これらの農機を使って、賃耕／賃刈サービ

スを行っている。 
賃刈サービスの料金は他社と同額の 1,000 ソム/ ha であるが、耕作地までの移動費は同社持ち

であるため、他社より多少安価なサービスを提供しているといえる。また、賃耕／賃刈サービス

ともに市場と同レベルの料金設定となっているが、特に貧困の度合いの厳しい南部地域で賃耕・

賃刈サービスを行うにあたっては、他地域よりも安い価格設定（500 ソム/ha）を行った実績もあ

る。 
賃耕／賃刈サービスを行うにあたっては、次に示すメンバー構成で行っている。 

表 4-8 賃刈サービス 1チームの構成メンバー 

               （出所：アイルテックサービス） 

年度 機材 ﾒｰｶｰ/ﾓﾃﾞﾙ 台数

コンバイン NIVA SK-5 19台

トラクター MTZ-82 56台

スペアパーツ MTZ-82用 1式

コンバイン Sampo　SR－2065 25台

スペアパーツ Sampo　SR－2065用 1式

1996

2000

構成員 役割

リーダー サービスを受ける側との交渉を行う。

会計
会計を管理する。
　・賃耕／賃刈サービスを行った面積を計測し、収入を管理する。
　・燃料、パーツ等の支出を管理する。

オペレーター
コンバインの台数分のオペレーターがチームに所属する。通常コンバイン
は3～5台で1チームを組んでいる。
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① 無償保障期間中の農機の修理及びパーツの供給 
日本の商社と代理店契約を結んだ年度についてはアフタ－サービス行う。 

② 無償保障期間が満了した農機の修理及びパーツの供給 
アイルテックサービスでは、農業従事者の要請に応じてパーツの供給には迅速に応じる

よう尽力しているとのことであった。在庫があるものについては現金払いにて販売し、

在庫がないものについては、メーカーに発注するとのことであった。但し、この場合は

購入希望者に対し前金を要求する。これは、メーカーもアイルテックサービスに対し前

金を要求するためである。2003 年は、金額にして 500,000 ソム分のパーツを購入したと

のことであった。 
③ 農機のリース（配布） 

アイルテックサービスに配布された 2KR 農機は一旦、賃耕／賃刈サービスに 2 年ほど

使用され、その後当初の価格から減価償却分を割り引いた価格にて農業従事者に再配布

（売却）される。農業従事者は農機のリース代をアイルテックサービスに支払い、その

金額が設定された価格に達すると、所有権は農業従事者に移転する。 
2001 年までに、アイルテックサービスが受領した農機のうち 40％が 3 年間のリース契

約にて農業従事者に引き渡されている。この配布を受けた者はすでに 450 人に上ってい

る。リース料の支払いにあたって、物納を認めているため、農業従事者にとっては物納

を推奨しない経済開発基金と直接契約を締結するより緩い返済条件にて農機を入手でき

る。アイルテックサービスは、物納された小麦を販売し、その代金を経済開発基金との

間の債務の返済に充てている。しかし、農機のリースを受けた農業従事者からの返済滞

納金は 3,100 万ソムにのぼっている。アイルテックサービスでは支払いが延滞した場合に

は、農機をアイルテックサービスの手元に戻すことをリース受領者と約しているが、農

機は農家にとって唯一といってよい生活の手段であることから、実際には農機の没収を

躊躇している。 
 

アイルテックサービスは、前述の業務にて収益をあげているが、経済開発基金との間に多くの

債務を有する。しかし、返済に努力しており、至近の 2 年間で 5,600 万ソムを返済した。また、

2004 年については 1,900 万ソムの返済を予定している。アイルテックサービスの経済開発基金に

対する債務はこれにより 3,400 万ソムとなった。なお、そのうち 890 万ソムが延滞罰則金である。 
また、アイルテックサービスのエンジニアは旧ソ連邦から割り当てられた農機の扱いに習熟し

ている。各農機メーカーにより、必要とされるメンテナンスにかかる知識は異なるものの、基本

的に 2KR 農機への対応に技術的な問題はない。  
  

 ３）インポルトテクサービス （Joint Stock Company Importtechservice） 
インポルトテクサービスは、1999 年にアイルテックサービスの技術部が分離・独立して設立

された株式会社である。現在社員数は 10 名、支社はオシュ州に 1 社あるのみであるが、全国か

らの修理の要請に対し、ビシュケク本社及びオシュ支社から出張ベースにて対応するとのことで

あった。 
インポルトテクサービスの業務内容は次のとおりである。 
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① 無償保障期間中の農機の修理及びパーツの供給 
日本の商社と代理店契約を結んだ、平成 11 年度（1999 年度）及び平成 13 年度（2001 年度）

に 2KR 調達された農機に対してアフターサービスを行っている。 
② 無償保障期間が満了した農機の修理及びパーツの供給 

スペアパーツの要望に対しては、在庫があればすぐに対応するが、大抵の場合はメーカーから

取り寄せることになる。その際は、購入希望者に対し前金を入れるよう求めているが、実際には

7 割ぐらいの希望者はこれを拒否する。同社では、基本的に支払い状況のよい購入希望者に対し

てのみスペアパーツを提供している。スペアパーツの調達にかかるメーカー別情報を表 4－9 に

示す。 
表 4-9 スペアパーツ入手状況 

 
 

インポルトテクサービスのエンジニアは、Claas 製農機にかかる研修を受けるなど、定期的に

新しい技術を習得する機会を設けている。そのため、旧ソ連製農機のみならず、DAC 製農機の

取扱いについても対応は可能であり、技術力に問題はない。 
 

４－２ 見返り資金の管理体制 
（１）管理機関 

見返り資金の積立は、財務省の傘下の経済開発基金が担当となっている。経済開発基金の設立は

1997 年であるが、1992 年以降に行われた国の関与する全てのクレジット合計 172 億ソムの回収を

ﾒｰｶｰ名 原産国

Claas ﾄﾞｲﾂ

 パーツの入手にあたって問題はない。注文すれば、速やか
に価格表が送付され、それに基づき発注することができ
る。
 ドイツより毎年エンジニアが「キ」国に派遣されており、
メンテナンス方法にかかる講習が行われている。

Sampo ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ

 部品の問い合わせ→Sampoからの価格の提示→発注／送金
→部品の入手、という手順でスペアパーツが調達される。
 インポルトテクサービスではSampo向けｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂについ
て、毎年春先に必要パーツの要望を一斉に確認する。この
時期はシーズンオフであるため、Sampoから10％程度の割引
を受けられるからである。しかし、農業従事者で、計画的
にメンテナンスを考えている者は少なく、大抵耕作時期直
前になってからｽﾍﾟｱﾊﾟｰﾂの要望があがってくる。

Ursus ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ

 メーカーの対応が極めて遅く、パーツの入手はかなり困難
である。2003年に必要パーツの問い合わせをメーカーに
行ったところ、価格リストが別の商社経由で提示されたの
は1年後の2004年7月のことであった。
 他のメーカーの類似の部品と比較して、パーツの価格は割
高である。

状　況

（出所：インポルトテクサービス）
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担当している。このクレジットには、国の予算で行われたものと、海外からの援助により行われた

ものがあり、日本からの援助である 2KR にて調達された農機の代金回収分も含まれている。例年

0.9 億～1.0 億ソム程度であった回収額が、同基金が設立されてからは 7.5～8.0 億ソムにまで上昇し

た。 
同基金の運営費は、回収したクレジットの 7％相当のマージンをとることにより捻出されている。

しかし、日本からの援助分については、農機代金を回収しても手数料はとっていないとのことであ

った。なお、基金は国の機関にもかかわらず、財政的には独立している。 
また、同基金は全ての州に支局を持ち、契約締結時に購入希望者の支払能力の調査、農機代金の

回収にあたっては支払いが困難な購入者の返済相談に乗るなど、きめ細かい対応をしている。 
 

（２）積立方法 
 １）農機代金回収システム 

入札委員会により 2KR 農機購入者が決定されると、経済開発基金は公証人をたてた上で、農

機代金返済にかかるクレジット契約を農機 1 台ごとに購入者と締結する。同契約書の雛型は政令

により定められているため、その文言は全ての契約において一律である。なお、販売価格は FOB
等価であるが、スペアパーツも購入する場合はこれも併せた契約額となっている。また、クレジ

ット契約締結の際、併せて担保設定契約も結ばれるが、機材そのもの及び機材価格の 20％に相

当する資産を担保に供することが義務付けられている。 
基金では、農機代金の返済状況を管理するために、クレジット契約締結時に返済計画表を作成

しており、これに基づき回収を行っている。なお、返済期間は年度により 3～6 年と幅があるが、

いずれも無金利となっている。 
次に、基金による回収のフローを表 4-10 にて示す。 
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表 4-10 見返り資金回収方法 

（出所：経済開発基金） 
 

 ２）積立状況 
経済開発基金では、代金の回収を基本的に現金にて行っている。滞納者には罰金を課すなど、

厳しい姿勢で回収を進めているものの、購入者の経済状況はよくないため、積立率は思うように

伸びてない。FOB 等価という、かつての積立義務額は購入者の経済状況から必ずしも現実的で

はなかったと考えられ、今後は大使館と協議の上、実現可能な義務額が設定されることとなって

いる。現在の積立状況を表 4-11 に示す。なお、この表は 2004 年 9 月 1 日現在のものである。 
 

　返済計画表に基づき、購入者から期日どおりに国立銀行に代金が振り込まれると、残りの返済額を購入者
に対して通知する。

① スケジュールどおり支払われない場合、まず基金は債務者に対し支払いの督促と延滞違約金が発生した旨を
記載した通知文を送付する。

② 通知の結果、債務者が支払いを行った場合でも、遅滞に対する罰金が科せられる。罰金は1年に返済すべき

金額の10～20％に達する。2KRについては20％である。

① スケジュールどおり支払われない場合、まず基金は債務者に対し支払いの督促と延滞違約金が発生した旨を
記載した通知文を送付する。

②
①をなしても1ヶ月以上に渡って支払が確認できない場合、購入者にその理由にかかる聞き取り調査を行
う。

③ その理由に妥当性がある場合
・ 自然災害、やむを得ない事情がある場合、妥当性があると判断される。
・ 基金から首相府農業部局に支払い期間の延長するべき旨連絡する。
・ また、収穫物があるが現金がない場合は、物納許可を購入者が取得できるよう基金から手助けする。

④ 妥当性がないと判断された場合
・裁判所にて訴訟の上強制執行となる
・裁判の上、強制執行がなされると、裁判所は20％分の担保を競売にかける。
・没収した農機については再販売する。
・現金化された担保分は、見返り資金口座に振り込まれる。

⑤ 返済ができないからといって、すぐに強制執行に入るわけではない。また、基金にはすべての州に支所があ
るため、担当者は購入者の返済相談に応じている。また、農業省及び地方自治体の担当者も必要に応じて返
済相談に応じている。

滞りなく返済が行われる場合の対応

支払いの遅滞がある場合の対応

支払い自体が困難となった場合の対応
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表 4-11 見返り資金積立状況 

（出典：財務省） 
平成 13 年度（2001 年度）については E/N 上義務額は、日本側及び「キ」国側が協議の上決定

される旨が記載されている。見返り資金の積立率が芳しくない理由として、「キ」国側は次のと

おり 3 点をあげている。 
＊ E/N 署名後 4 年間という積立期間は、農機の価格に対して極めて厳しい設定である。

「キ」国における農機の減価償却は 10～12 年であるので、それに併せて積立期間

を 低でも 10 年程度まで延ばしてほしい。 
＊ 自然災害（雪害・旱魃）による収量減 
＊ 小麦の流通システムが未整備な部分があり、農業従事者の現金収入が少ない。（農

機代金の返済にまわせる額が少ない。） 
「キ」国では、財政不足のため見返り資金に対して予算補填を行うことは極めて困難な状況に

ある。しかし、同国側としても、積立率が低いということは大きな問題であるとの認識があり、

積立率を上げるために物納による回収という独自の工夫による努力を行っている。具体的には、

経済開発基金では、返済は原則現金のみとしているが、それが厳しいものに対しては、収穫物で

ある小麦の種子による物納を実質上認めている。次に、物納分を考慮した見返り資金積立状況を

次頁表 4-12 に示す。なお、この表は 2004 年 9 月 1 日現在のものである。 
表 4-12 物納分を積立率に含めた見返り資金積立状況 

（出典：財務省） 

FOB総額 FOB総額 積立義務額 累計積立額 積立率 累計支出額 口座残高
(Som) (Som) (Som) （％） (Som) (Som)

(F) (F)/(E') (G) (F)-(G)

1996 6/6/1996 300,000,000 FOB等価 5/6/2000 30,900,000 30,900,000

1997 20/1/1998 300,000,000 FOB等価 19/1/2002 17.644 129.45 261,408,440 35,629,900 35,629,900 10,798,106 30.31 7,224,400 3,573,706

1998 31/8/1998 300,000,000 FOB等価 30/8/2002 19.686 144.65 265,552,220 36,140,069 36,140,069 11,865,189 32.83 8,336,800 3,528,389

1999 30/7/1999 270,000,000 FOB等価 29/7/2003 40.345 119.86 227,702,300 76,644,830 76,644,830 16,257,931 21.21 1,914,400 14,343,531

2000 13/3/2001 330,000,000 2/3 12/3/2005 49.274 121.12 286,567,160 116,581,161 77,720,774 5,676,042 7.30 3,146,000 2,530,042

2001 19/4/2002 300,000,000 未定 18/3/2006 47.970 131.07 256,529,841 93,886,751 2,942,670 6,420 2,936,250

1,800,000,000 1,297,759,961 389,782,711 257,035,573 47,539,938 18.50 20,628,020 26,911,918

レート

Total

年度
E／N
署名日

E/N額
 (JY)

積立義務
(A)

積立期限 Som/$
(B)

Yen/$
（C）

(Yen)
（D） (E)=

(D/C×B)
(E)=

(D/C×B×A)

FOB総額 FOB総額 積立義務額
累計積立額
(現金）

累計積立額
(物納）

累計積立額
(合計）

積立率 累計支出額 残金

(Som) (Som) (Som) (Som) (Som) （％） (Som) (Som)
(F) (G) (H)= (H)/(E') (G) (H)-(G)

(F)+(G)

1996 6/6/1996 300,000,000 FOB等価 5/6/2000 30,900,000 30,900,000

1997 20/1/1998 300,000,000 FOB等価 19/1/2002 17.644 129.45 261,408,440 35,629,900 35,629,900 10,798,106 6,028,600 16,826,706 47.23 7,224,400 9,602,306

1998 31/8/1998 300,000,000 FOB等価 30/8/2002 19.686 144.65 265,552,220 36,140,069 36,140,069 11,865,189 3,255,300 15,120,489 41.84 8,336,800 6,783,689

1999 30/7/1999 270,000,000 FOB等価 29/7/2003 40.345 119.86 227,702,300 76,644,830 76,644,830 16,257,931 15,763,900 32,021,831 41.78 1,914,400 30,107,431

2000 13/3/2001 330,000,000 2/3 12/3/2005 49.274 121.12 286,567,160 116,581,161 77,720,774 5,676,042 25,751,700 31,427,742 40.44 3,146,000 28,281,742

2001 19/4/2002 300,000,000 未定 18/3/2006 47.970 131.07 256,529,841 93,886,751 2,942,670 5,942,000 8,884,670 6,420 8,878,250

1,800,000,000 1,297,759,961 389,782,711 257,035,573 47,539,938 56,741,500 104,281,438 40.57 20,628,020 83,653,418

年度

レート

合計

E／N
署名日

E/N額
 (JY)

積立義務
(A)

積立期限 Som/$
(B)

Yen/$
（C）

(Yen)
（D） (E)=

(D/C×B)
(E)=

(D/C×B×A)
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物納された種子用小麦は、次のとおり現金化される。 
＊ 物納された小麦は小農向け種子配布に使用される。 
＊ 種子のクレジット契約締結にあたっては、物納者（農機購入者）、経済開発基金、

種子購入者の 3 者が署名する。 
＊ 種子購入者は代金を直接見返り資金口座に振り込む。 
＊ 種子の価格は国家独占管理委員会が定めたものに設定される。一旦契約した価格は

変更しないため、市場価格の変動によっては割高になることもある。しかし、小農

としては、小麦の代金を無利子、分割で支払うことができるため、積極的にこの種

子購入制度を利用している。 
表 4-12 の物納欄に記載している数字は、既に種子クレジット契約を締結した分について記載

しており、種子代金は回収に遅滞がない限り確実に現金化される予定である。 
以上のとおり、「キ」国側は厳しい経済状況の下、積立率を上げるために様々な方策を講じて

いる。これは、同国側としても、2KR の実施について見返り資金の積立と活用が 大の課題で

あるとの問題認識を持っており、これを改善しようという姿勢の現われといえる。 
また、日本国大使館に確認したところ、「キ」国側からの見返り資金の積立状況に関する四半

期報告は滞りがちとのことであった。これは、報告責任者が農業省、財務省等の当事者間で不明

確であったことによる。今後は、財務省が四半期報告を行うこととし、日本側と連絡を密にとっ

ていく旨「キ」国側より説明があった。 
 

 ３）今後の積立計画 
見返り資金の積立率が低い理由として、「キ」国側より、農業従事者の年収に対し、農機の年

間返済額が高いことがあげられた。現在年間返済額は、FOB 等価を積立義務期間までの年数で

割ったものとなっている。しかし、「キ」国に到着した時点ですでに E/N 署名後 1 年以上が経過

しており、このことがさらに年間返済額を上昇させている。「キ」国側からは、農機の減価償却

期間と併せ、義務期間を 10 年に延長してほしいとの強い要請があった。また、この数字は農業

従事者の年収から現実的に返済可能である額とほぼ一致するものである。これに基づき返済を行

う場合、見返り資金は次の計画のとおり積み立てられることになる。 
表 4-13 見返り資金積立計画 

（出典：財務省） 
 

「キ」国側は、現実的に可能な積立計画は表 4-13 に示すとおりであるとして、既に供与され

た年度及び今後 2KR が実施される場合には、義務額は FOB100％のままで、積立義務期間を 10
年に延長することを強く要請している。なお、表 4-13 は今回の現地調査ミニッツにも添付され

FOB
累計積立額
(現金）

累計積立額
(物納）

積立残額 積立予定
積立残り
年数

(Som) (Som) (Som) (Som) 10年間
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ=Ａ-Ｂ Ｅ 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

1996 6/6/1996 5/6/2000 30,900,000 0

1997 20/1/1998 19/1/2002 35,629,900 10,798,106 6,028,600 24,831,794 1999-2009 5 4,966,359 4,966,359 4,966,359 4,966,359 4,966,359

1998 31/8/1998 30/8/2002 36,140,069 11,865,189 3,255,300 24,274,880 1999-2009 5 4,854,976 4,854,976 4,854,976 4,854,976 4,854,976

1999 30/7/1999 29/7/2003 76,644,830 16,257,931 15,763,900 60,386,899 1999-2010 6 10,064,483 10,064,483 10,064,483 10,064,483 10,064,483 10,064,483

2000 13/3/2001 12/3/2005 77,720,774 5,676,042 25,751,700 72,044,732 2002-2011 7 10,292,105 10,292,105 10,292,105 10,292,105 10,292,105 10,292,105 10,292,105

2001 19/4/2002 18/3/2006 93,886,751 2,942,670 5,942,000 90,944,081 2003-2012 8 11,368,010 11,368,010 11,368,010 11,368,010 11,368,010 11,368,010 11,368,010 11,368,010

350,922,324 47,539,938 56,741,500 272,482,386 41,545,933 41,545,933 41,545,933 41,545,933 41,545,933 31,724,598 21,660,115 11,368,010

積立予定額
D/E年度 E／N署名日 積立期限
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ている。 
見返り資金積立義務額が設定されていない平成 13 年度（2001 年度）についても、他年度と同

様に積立義務期間を 10 年に延長するよう要請があった。現在の積立期限の 2006 年 3 月 18 日ま

でに現実的に積立可能な額は、次表に示すとおり、FOB 等価の 3 分の 1 程度である。 
表 4-14 E/N 期限までに積立可能な額（2001 年度分） 

 （出典：財務省） 
 
（３）見返り資金プロジェクト 
 １）見返り資金プロジェクトの体制･実績 

見返り資金使用プロジェクトは次の図に示す手順に従って、形成される。 

 
 

図 4-7 見返り資金使用プロジェクト形成過程  
 

上述のプロジェクト実施体制には、「キ」国側から日本国大使館への使途申請が組み込まれて

いなかったので、調査団より見返り資金の使用に際しては大使館との使途協議が必要であること

を繰り返し指摘した。「キ」国側からは、このことに対する謝罪があり、今まで申請なく実施し

た開発事業について全て速やかに大使館に報告する旨を約した。また、今後は財務省より使途申

請を行うことも併せて約束した。 

FOB総額
累計積立額
(現金）

累計積立額
(物納）

積立残額 2005 2006

(Som) (Som) (Som) (Som) （H）= （H’）=

(Yen) (D)= (E) (F) (G)= （G）/8年 （G）/8年 （F)

(C) (C/B×A) (D)ｰ(E)

2001 19/4/2002 300,000,000 18/3/2006 47.970 131.07 256,529,841 93,886,751 2,942,670 5,942,000 90,944,081 11,368,010 11,368,010 5,942,000 31,620,690 33.68

積立率
（％）Som/$

(A)
Yen/$
(B)

年度
E／N署名

日
E/N額 (JY) 積立期限

レート

（E)+(F）+
（H）+（H')

FOB総額
物納分の
現金換算

額

2006年まで
可能な積立

額

農業省にてプロジェクトの検討

↓

財務省
＊

↓

首相府農業部局にて検討・
プロジェクト案を作成

↓

閣僚会議

↓

首相の署名
＊

↓

口座からの引き出し

↓

農業省、財務省及び経済協力基
金に使用プロジェクト実施の通
知

↓

入札委員会（種子購入者の選
定。種子購入者は基金と契約）

農業省からの提案内容を
検討し、適宜差し戻す。

見返り資金プロジェクト
実施にかかる政令の発令

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
実
施

プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
形
成

（出所：財務省及び農業省）
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次に、見返り資金使用プロジェクトの案件実績を示す。今までに、同国は見返り資金を種子配

布プロジェクトや農機用燃料配布プロジェクトに使用してきたが、表 4-15 及び 4-16 にその具体

的内容を示す。 
表 4-15 見返り資金使用実績表 

                     （出典：財務省） 
 

表 4-16 見返り資金使用プロジェクトの内容 

（出典：財務省） 
 

発令日
見返り資金使用許可額

(ｿﾑ)
内　容

18,000,000
　種子の配布プロジェクトの実施。（種子は1年間のクレ
ジットにより配布されるが、無金利とする。）

　対象作物：春小麦、大麦
　対象者　：小農、小作農

8,000,000

　種子の配布プロジェクトの実施。（種子は1年間のクレ
ジットにより配布されるが、無金利とする。返済が遅滞す
る場合は、罰金として、年間返済額の10％分の支払いを課
す。）

次の作物の種子に対し、次に示す予算を確保することとす
る。
　春小麦（5,000,000ｿﾑ）
　大麦（3,000,000ｿﾑ）

17,000,000
　種子の配布プロジェクトの実施。（種子は1年間のクレ
ジットにより配布されるが、無金利とする。）

次の作物の種子に対し、次に示す予算を確保することとす
る。
　小麦（2,000,000ｿﾑ）
　大麦（6,000,000ｿﾑ）
　トウモロコシ(ハイブリッド)（3,000,000ｿﾑ）
　大豆（3,000､000ｿﾑ）
　ジャガイモ（3,000､000ｿﾑ）

　対象者　：小農、小作農

11,000,000

　農機、農機用スペアパーツ配布プロジェクトの実施。
（機材は3年間のクレジットにより配布されるが、金利は年
5％とする。但し、返済に遅延がある場合は罰金として機材
の年間返済額の20％を課す。）

次の資機材に対し次に示す予算を確保することとする。
　噴霧器及びトラクター（4,000,000ｿﾑ）
　スペアパーツ（4,000,000ｿﾑ）

政令No.136 2003年3月22日

政令No.104

政令No.202

2001年4月2日

2002年4月18日

年度
使用額(口座引出額)

(ソム)
プロジェクト内容

1996 0

1997 7,224,400 種子配布プロジェクト

1998 8,336,800 種子配布プロジェクト

1999 1,914,400 種子配布プロジェクト

2000 3,146,000
種子配布プロジェクト
農機、スペアパーツ、燃料配布プロジェク
ト
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表 4-16 に示す政令により、使用できる見返り資金の上限が決定され、これに基づきプロジェ

クトが実施される。 
 

 ２）選考方法･基準、実施報告 
見返り資金使用プロジェクトは、現在までのところ、全て農業分野を対象とし、小農支援を念

頭において、種子配布プロジェクト、農機用燃料配布プロジェクトが実施されている。これらの

プロジェクトはいずれも緊急性の高い点が特徴となっている。 
また、これらの種子、燃料配布プロジェクトでは、設定価格自体はさほど低くはないものの、

無利子でクレジット契約が可能であることもあり、小農からの評判が高い。 
実施報告については大使館等日本側関係機関への報告の遅滞が見られるが、今後は財務省が責

任を持って報告する旨、「キ」国側より回答があった。 
 

（４）外部監査体制 
調査団より「キ」国側に対して、今後は 2KR 実施にあたって、見返り資金口座にかかる外部機

関による監査の実施が必要である旨を説明した。これは、平成 15 年度（2003 年度）食糧増産援助

より導入された、実施の条件となっているものである。これに対し、「キ」国側より次のとおり説

明がなされた。 
「キ」国では、外国からの援助は政令 117 条により会計検査院がその監査を行うことが定められ

ている。2KR もこの例外ではなく、既に会計検査院による監査は実施されているとのことであっ

た。監査内容は、直接大統領府に報告されるシステムとなっている。 
調査団より民間監査法人による外部監査の導入を求めたところ、次の理由により困難であるとの

説明がなされた。 
① 政令上会計検査院が監査を行うことが定められている。 
② 民間監査法人等外部監査法人に支払う資金源がない。 
③ 信頼できる監査報告内容をまとめることが可能なレベルの民間監査法人の選択肢

が少ない。 
②の資金的な問題については、原則「キ」国側が負担すべきであるが、必要な行財政経費である

ことから見返り資金の使用が可能である旨を調査団より説明した。しかし、「キ」国側は、見返り

資金の使用に対して強い難色を示した。その理由として国家予算の不足が深刻な状況下、見返り資

金は全て国内向け農業プロジェクトに使用したいとの説明がなされた。 
なお、調査団帰国後、大使館を通じて、同国への 2KR 供与には見返り資金に関する透明性の確

保が不可欠であるとして民間監査法人によう外部監査を改めて強く要請し、「キ」国側は 終的に

了承した。 
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４－３ モニタリング・評価体制 
現在「キ」国で行われているモニタリングは表 4-17 のとおりである。 

表 4-17 モニタリングの実施状況 

                     （出所：農業省） 
 

モニタリングにおいては、①対象地域の農家まで資機材が届く過程、②対象地域の農家の資機材使

用状況、③使用効果まで追跡調査することが望ましい。現在の 2KR の実施体制においては、農機購

入者から定期的に農機代金を徴取する関係上、結果的に①について農業省は状況をかなり詳細まで把

握している。②についても、現在行われているモニタリングで状況を把握することが可能である。但

し、③については、「キ」国側も認識しているとおり、まだ不十分な状況である。 
平成 16 年度（2004 年度）2KR が実施される場合には、「キ」国側は新たに独立管理機関（PIU）を

設立し、これを実施担当機関とすることを検討している。これが実現すれば、資金的な問題も解消さ

れることが想定されるため、今までよりレベルの高いモニタリングの実現が期待できるとのことであ

った。具体的には、各州に配置されている同機関の職員が各地に出張し、モニタリング調書を取り纏

める予定である。調査団からは、モニタリング報告書のサンプルを「キ」国側に手交の上、今後は、

いずれの実施体制を敷く場合にも、同サンプルを参考にモニタリング報告書を作成するよう申し入れ

た。「キ」国側はこれを了解した。 
また、モニタリングの一環として、年 1 回開催されるコミッティを含め、4 半期毎に 2KR 連絡協

議会を開催することが 2KR の供与条件の一つである旨を調査団より説明したところ、積極的に関係

各機関間で連絡をとる旨、「キ」国側より回答があった。 
 

実施機関 内容

国家技術管理委員会
　同委員会の州事務所が毎年春に2KRを含めた全国の
農業機械の状況について調査を行う。調査内容は、
農業省に報告される。

農業省

　州の各地区には農業省の事務所があり、所管地区
の農業機械の状況を管理している。なお、中央の省
員も直接モニタリングを目的として地方に出張する
が、その頻度については資金的な問題により年1回程
度の現地視察に留まっている。

経済開発基金

　基金は農機代金の回収に携わっているため、農機
所有者との接点が多い。特に、支払能力の把握のた
めに農機の状況を確認する機会が多く、その内容は
必要に応じて農業省にも連絡される。
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４－４ ステークホルダーの参加 
調査団より、ステークホルダーの参加機会の確保は、2KR 実施の条件の 1 つである旨を説明した。

これに対し、「キ」国側からは平成 16 年度（2004 年度）2KR が実施される場合には、同条件を満た

すべく、積極的に参加機会を確保する意向であるとの回答を得た。同回答は、財務省及び農業省両省

からのものである。 
なお、現在までの、ステークホルダーの 2KR 実施への参加状況は表 4-18 のとおりである。 

表 4-18 ステークホルダーの参加機会 

（出所：農業省聞き取り） 
 
 
 
 
 
 
 

組織 参加機会

農民

農業共同体

農業技術サービス会社

　2KR調達農機の購入者となっている場合は特に積極
的に不足している農機にかかる要望等を農業省に陳情
する。その内容は要請作成段階、配布段階において参
考資料とされる。

　農民や農業共同体からはFAX、封書などの手段によ
り、様々な要望が直接農業省に送付される。農業省側
ではこのファイルを統計的に分析されたことはないも
のの、要請書作成段階、配布段階などにおいて、農業
従事者の声として参考にしている。
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４－５ 広報 
「キ」国において今までに行われた 2KR に関する広報実績は次頁表 4-19 のとおりである。 

表 4-19 広報の実績 

                          （出所：農業省） 
 

また、上記に加え、2KR 調達農機の配布にあたって、入札の公示は広く行われている。州の入札

委員会は、中央から農機の割当数の通知を受けて、新聞、ラジオ、TV、州報などの媒体を通して入

札内容を広報する。また、メディアを通じた広報にとどまらず、州庁はさらに小さな単位の地方公共

団体に入札の実施を連絡し、農家が直接入札実施の情報を耳にするシステムが確立されている。農業

従事者への聞き取り調査時に確認したところ、彼らの大半は新聞により 2KR 農機の入札を知ったと

のことであった。また、役場からの連絡により入札の存在を知った農業従事者も多数見られた。入札

のアナウンスは徹底されており、今までのところ入札の存在を知らなかったために応札できなかった

とのクレームはないとのことであった。 
なお、見返り資金を使用したプロジェクトについては、種子の販売についての広報が行われている

ものの、それ以外に広報活動が行われた実績はない。調査団より今後は見返り資金を使用したプロジ

ェクトについても積極的に広報を行うよう申し入れ、「キ」国側からはこれを了解する旨の回答を得

た。 

年度 広報媒体 内容

新聞・ラジオ・TV E/N署名式の報道

新聞・ラジオ・TV 引渡し式の開催及びその報道

新聞・ラジオ・TV E/N署名式の報道

新聞・ラジオ・TV 引渡し式の開催及びその報道

新聞・ラジオ・TV E/N署名式の報道

新聞・ラジオ・TV 引渡し式の開催及びその報道

新聞・ラジオ・TV
11月の農業祭にて、2KRにより調達されたトラク
ターが展示された。アカエフ大統領も会場を訪
れ、自ら広報を行った。

新聞・ラジオ・TV E/N署名式の報道

新聞・ラジオ・TV

引渡し式の開催及びその報道
（キルギス独立記念日の前日、2001年8月30日に
農業省第一次官を始めとするキルギス政府関係
者及び日本側関係者出席の下、取り行われ
た。）

新聞・ラジオ・TV E/N署名式の報道

新聞・ラジオ・TV
引渡し式の開催及びその報道
（2003年3月に農業大臣、購入希望者、日本側関
係者出席の開催された。）

2001

1997

1998

1999

2000
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第５章 資機材計画 

５－１ 要請内容の検討 
（１）対象地域・対象作物 

対象作物は小麦である。｢キ｣国の小麦栽培は全国レベルで行われており、今年度計画の対象地域

は全 7 州（Batken バトケン、Chuskaya チュウイ、Issyk-kul イシククリ、Jalal Abad ジャラルーアバ

ト、Naryn ナルイン、Osh オシ及び Talas タラス）である。対象 7 州の過去 5 年間における小麦の

作付面積及び収穫高は下表 5-1 のとおりである。 
 

表 5-1 小麦作付面積及び生産量(州別) 

（出典：農業省） 
 
農業省では、収穫量 1,200,000ｔを目標値として定めているが、過去 5 年間の生産量を見ると、

その数値には達していない。年毎の生産状況にかかる情報を次に載せる。 
1) 1997～1998 年 

1997 年に最大 1,373,900ｔを生産したが、その後 1998 年にかけて、異常気象のため、生産

量は減少傾向にある。 
2) 1999～2000 年 

1999 年から 2000 年にかけて生産量は減少しているが、その理由は、南部穀倉地帯が洪水

にみまわれ、栽培面積が減少したことによる。 
3) 2001 年 

2001 年はインフレにより小麦の市場価格が急騰した。また、前年の生産量の低さがさらに

小麦の価格上昇に拍車をかけた。生産量は前年に比して微増している。 
4) 2002 年 

2002 年にはカザフからの密輸小麦が入ったため価格が 50％減少した。また、平成 13 年度

（2001 年度）の小麦の価格高から、小麦を栽培する農民が増えたことも価格の下落要因であ

ったと分析される。 
5) 2003 年 

前年の影響により、2003 年に農民は他の作物生産(大麦、ジャガイモ等)に移行したため、

小麦の生産量が約 13％減った。このように経済的要因は作付面積に直接的に影響を及ぼして

いる。他には機材が必要な時期に耕作、収穫ができない場合、栽培面積の増減に影響する。 
 
「キ」国政府が策定した｢国家総合開発計画 (2001‐2010)｣には、農業に関する計画が記載され

州名

作付面積
(ha)

生産量
(MT)

作付面積
(ha)

生産量
(MT)

作付面積
(ha)

生産量
(MT)

作付面積
(ha)

生産量
(MT)

作付面積
(ha)

生産量
(MT)

ﾊﾞﾄｹﾝ 33,600 69,800 23,700 51,600 22,700 50,300 25,200 57,200 25,100 53900
ﾁｭｳｲ 126,200 293,500 126,500 278,600 146,400 384,100 152,500 398,400 136,000 332,600
ｲｼｸｸﾘ 81,600 250,300 86,300 220,300 97,100 256,600 96,500 242,000 73,500 167,900
ｼﾞｬﾗﾙｰｱﾊﾞﾄ 55,700 130,200 54,900 132,700 59,900 142,300 51,100 125,600 52,900 130,000
ﾅﾙｲﾝ 44,300 95,300 41,300 93,100 39,700 77,000 36,400 79,200 31,300 62,400
ｵｼ 76,700 176,700 74,800 176,500 79,400 194,100 77,800 189,600 80,400 198,600
ﾀﾗｽ 38,400 93,200 36,100 86,200 33,100 86,100 27,300 70,400 29,300 68,200

合計 456,500 1,109,000 443,600 1,039,000 478,300 1,190,500 466,800 1,162,400 428,500 1,013,600

20031999 2000 2001 2002
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ている。その中で、2010 年までに農産品生産量を対 2000 年比 2 倍とすることを目標としているが、

国家予算が極度に不足しているため、その為に必要な農機の調達を先進諸国と国際機関による援助

に依存しているのが現状である。 
 
（２）要請品目・要請数量 

平成16年度（2004年度）の要請品目は、普通型コンバイン（110HP～140HP）である。 
要請品目の選定に当たって、農業省は農業従事者からどのような機材が必要かについて、レター、

FAXまたは電話にて希望を取り、その内容をまとめ、省員が閲覧し、これを基に要請書を作成して

いる。 
コンバインは全国レベルで見ると、1台にかかる栽培面積から見た負荷から判断して、トラクタ

ーに比して不足度合いは深刻である。 
要請数量80台の算出は、国際市場価格を参考に中型コンバインの値段が約4～5百万円として、

「キ」国側が過去の実績から想定した2KR供与額（3億円）から購入可能であると算出した台数で

ある。 
 

５－２ 選定品目・選定数量 
（１）要請機材内容―普通型コンバイン（110HP～140HP）            【 80台 】 

今回「キ」国より要請された品目は、普通型コンバイン（110HP～140HP）80台、刈り幅は4～5m
である。以下に、本農機にかかる情報を記載する。 

用途：稲、麦類、豆類、トウモロコシ等の広範囲の作物に利用できる収穫機であり、広い圃場

での作業には効率的である。 
仕様による分類：大きさは主として刈幅により区分されるほか、脱殻方式において作物刈稈が

扱き胴と直角に流れる直流式、扱ぎ胴と平行に流れる軸流式とに分類される。普通型コ

ンバインは一般的に直流式で、軸流式は日本で開発された汎用型と呼ばれるスクリュー

ロータ式の扱ぎ胴である。また走行部形式により、ホイールタイプ、セミクローラータ

イプ、およびクローラータイプに分類される。 
なお、コンバインのレベルを最も左右する仕様は、刈幅であるが、次表5-2に刈幅と

馬力、能率の関係を示す。 
表5-2 コンバインの一般的仕様 

注）概略能率は水稲収穫であり、麦類の収穫ではこの数値の約1.2倍となる。 

（出典：JICS資料） 
 
また、本機材は小麦の収穫用に使用することを想定しているので、ホイール型を選定

2～3 60～75 0.35～ 0.50

3～4 80～100 0.50～ 0.70

4～5 100～140 0.60～1.00

5～ 140～ 0.90～

刈幅
(m)

馬力
（HP）

能率
(ha/時)
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する必要がある。 
構造：構造を大別すると頭部に当たる前処理部、刈取・搬送・供給部、脱穀・選別部、操縦装

置、および走行部等に分けられる。作物（殻稈）は、前処理部のデバイダーとリールに

よって分草、引起し寄せられて往復動刃（レシプロ）により株元から切断される。切断

された殻稈はフロントコンベア、プラットホームオーガー、コンベア等により、脱殻部

へ送り込まれ、扱き胴やビーターで脱穀される。脱穀された殻粒はストローラック、グ

レンシーブやファンによって篩・風選別され、殻粒はタンクに貯留、わら類は機外に放

出される。なお、普通型コンバインは自脱型コンバインと異なり袋詰め機能は備えてい

ない。 
 

本機材は、「キ」国の主要食用作物であり、本年度2KRの対象作物でもある小麦の収穫作業にお

ける必需品である。収穫時期の6下旬月から10月上旬までコンバインは使用され、機材は西から東

へと移動する。所有者である農業協同組合や農民は、他の農民に貸すなどして、効率よく使用する。

しかし、数少ない農機を有効に使う努力をしているものの、収穫期間は15日から25日間であり、こ

の期間に全ての小麦を収穫するのは厳しい。初冬の著しい気温の低下、湿度の上昇、降雪等の気象

条件のため、対象作物の収穫を10月上旬までに終了する必要があり、収穫に必要なコンバインの台

数を確保することが非常に重要である。 
また、全国でのコンバインの保有台数は3,386台で、その内日本からの援助は269台となっている。

そのうち、10年以上の使用年数を超えているコンバインは3,096台である。それらの機械は旧式ロ

シア製で老朽化が激しく、故障などの原因により、対象作物の安定的収穫を妨げている。また、収

穫ロスも20～30％と非常に高い。農機の新規投入のない「キ」国において、2KRによる農機はこの

状況の改善に大きく寄与することが期待される。 
 

（２）要請機材の妥当性 
本年度案件における調達予定機材として、中型コンバインハーベスターが要請された。大型では

なく中型を要請した理由は、使用地域は標高が高く、耕作地が比較的狭い農地環境にあることがあ

げられる。また、早く収穫できる西の州から東に移動するため、小回りの利くコンバインが必要と

されていることもあげられる。 
その他の理由として、「キ」国において農機の台数は極端に不足していることから、とにかく数

を確保するために、大型より安価である中型の購入を希望する側面がある。 
 
（３）要請数量の妥当性 

要請数量の妥当性を次のとおり、1台あたりの稼動面積より算出する。 
① 2003年の小麦作付面積は428,500haであったが、今回、要請されている機材の予定作付面積

は440,000ha(2005年予定)である。 
② コンバインの作用幅が4～5mの場合、作業能率は1.0ha/hrである。 
③ 収穫期間は1州に15～20日間、同一機材により通常2州程度の収穫作業を行うため、コンバ

イン1台の操業日数は年間20日間（平均）X2回とし、平均40日となる。 
④ 1日の作業時間が8時間とすると年間作業可能時間は(8時間x40日)320時間となる。 
⑤ 1台当たりの年間稼動面積は（②作業能率1.0ha/hr x ④年間作業可能時間320hr）＝320ha/
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台/年 
⑥ 合計台数の3,386台から、既に使用に適さない使用年数10年以上の機材の台数を引くと、問

題なく稼動するのは290台と算出される。この内、日本からの援助機材は269台である。10
年以上使用された農機でも、問題なく使用可能なものが存在するが、ここでは計算を単純

化するために、一般的にコンバインの減価償却期間とされる10年を過ぎたものについては

台数に数えないこととした。 
⑦ 上記①の作付面積を収穫するには、1,085台のコンバインが必要となる（440,000ha÷320ha/

台/年－290台）。 
以上により、今回要請している80台は必要台数の約7.4％に相当する。 
また、2KRによる農機は、州毎に行われる入札を通して配布されるが、過去に2KR農機を購入し

た者は原則応札資格を与えられないにもかかわらず、購入希望者は毎回多数に上っている。さらに、

既に2KR農機を入手した団体は2台目、3台目の購入を強く希望していることが、州入札委員会及び

農業省からの聞き取り調査にて確認された。今回の80台の要請が全て調達された場合、対象地域7
州に対して配布されることから、1州あたりの割当台数は10～20台の範囲となる。この数字は既に

確認されている購入希望者数を大幅に下回るものであり、需要の側面から検討するに、要請数量は

「キ」国の必要数を下回るものと思料される。 
本機材は｢キ｣国における対象作物の増産に直接的に寄与するものと考えられ、要請しているとお

りの数量を選定することは妥当である。 
 

５－３ 調達計画 
（１）調達スケジュール案 

小麦用コンバインの収穫時期は、対象地域の州によって若干異なるが、基本的には6月から9月ま

でが中心であり、一番遅いナリン州で10月上旬である。収穫の期間は一箇所で15日から25日間で行

われ､コンバインは西から東に移動しながら収穫作業を行う。各州の農業作業カレンダーは表5-3
のとおりである。 

表5-3「キ」国の農業カレンダー(小麦) 

                                 （出所：農業省） 
 
収穫時期は、春小麦、秋小麦共に夏の期間に限定されるので、農機の現地納入最良時期は、配布

準備期間を考慮して3月以前であることが望ましい。農機は生産に数ヶ月を要すること、また「キ」

国は内陸国であるため貨物での輸送、通関等に半年はかかることから、調達適期に「キ」国に届け

るためには、遅くとも前年の8月までに入札を開催する必要がある。 
なお、「キ」国からは適期での調達を強く望むとのことであった。見返り資金の積立期間はE/N

ｲｼｸｸﾘ ｵｼ ﾊﾞﾄｹﾝ ﾁｭｳｲ ﾅﾙｲﾝ ﾀﾗｽ ｼﾞｬﾗﾙｰｱﾊﾞﾄ
耕起 8月 7-8月 7-8月 7-9月 － 8-9月 7-8月
播種 9-10月 9-11月 9-11月 9-10月 － 9-10月 9-11月
収穫 翌8-9月 翌6月 翌6-7月 翌6-8月 － 翌7-8月 翌6-8月

ｲｼｸｸﾘ ｵｼ ﾊﾞﾄｹﾝ ﾁｭｳｲ ﾅﾙｲﾝ ﾀﾗｽ ｼﾞｬﾗﾙｰｱﾊﾞﾄ
耕起 3-4月 2-3月 2-3月 3月 3-4月 3月 2-3月
播種 3-4月 3-4月 3-4月 3-4月 4-5月 3-4月 3-4月
収穫 8-9月 7-8月 7-8月 7-8月 9-10月 7-8月 7-9月

秋撒き小麦

春撒き小麦
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署名後4年であるが、収穫期が過ぎて機材が到着した場合、農機の稼動時間が短くなり、実質2年で

積立なければならない。このような厳しい状況がかつてあったことが「キ」側より指摘された。 
 
（２）調達先国 

「キ」国において、使用年数が 10 年以内のコンバインは、ほとんど日本の援助よるものである。

これまで、2KR で調達したコンバインはロシア、ドイツ、フィンランド製であった。 
「キ」国側は従来の 2KR と同様に、現地で使用実績があり、品質が保証される DAC 加盟国の製

品を望んでいる。また、平成 13 年度（2001 年度）2KR 実施時には、ロシアも調達先国に加えられ

ていたが、今回もロシア製品も調達先国に追加することを希望している。ロシアも近年 DAC 加盟

国に劣らない性能のコンバインを生産していると共に、「キ」国内でのスペアパーツの入手が容易

であるが、これが調達先国にロシアを加えたいとの農業省及び農民からの強い要望の理由である。

調査団としては、現地で使用実績があり一定の水準の品質が期待できる DAC 加盟国に加え、｢キ｣

国内での機材普及率、スペアパーツ購入の利便性等を勘案して、ロシアを調達先国として含めるこ

とが妥当であると考える。 
 

５－４ 調達代理方式 
2KRをより効果的な援助とするべく、調達代理方式の導入が検討されている。この新方式はすでに

ニカラグア2KRにて実際に取り入れられており、今後は他の2KR 実施国にもその対象が拡大される

予定である。今回調査団より、フローチャートや調達ガイドライン等を用いて、従来の方式（調達監

理方式）との違いや特徴等の説明を行い、平成16年度（2004年度）2KRが「キ」国にて実施される場

合には、従来の調達監理方式に代わる新しい調達方式として、調達代理方式が導入される可能性があ

る旨についても説明した。「キ」国側からは、これから新方式にどのように対応すべきか詳細を検討

する必要があるものの、基本的に受け入れる方向性であるとの回答があった。 
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第６章 結論と提言 

６－１ 結論 

本調査に基づいてなされた「キ」国2KRの実施状況にかかる評価は、表6-1に示すとおりである。 

表 6-1 平成 16 年度（2004 年度）キルギス共和国 2KR 調査 評価表 

評価項目 判定結果

上位計画との整合性の確認 

上位計画に食糧増産が明記されている。 ○ 

上位計画と 2KR との間に整合性が見られる。（目的、対象地域、対象農家、配布

方法、他の政策との連携など） 
○ 

ニーズの確認 

要請資機材は広く使用されている一般的な資機材である。 ○ 

これまでに 2KR で調達された資機材の不良在庫は無い。 ○ 

実施体制の確認 

資機材の配布・販売にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル等が存

在する。 
○ 

2KR 実施の担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 

見返り資金の積立て・管理にかかる実施体制や手順を規定した法規やマニュアル

等が存在する。 
○ 

見返り資金積立ての担当機関、担当部署、担当者が決められている。 ○ 

資機材の配布・販売後のモニタリング・評価が実施されている。 △*1 

政府間協議（コミッティ）が開催されている。 ○ 

見返り資金の積み立て・活用の確認 

見返り資金が計画とおり積立てられている。 △*2 

見返り資金の積み立て状況に係る四半期報告が行われている。 △*3 

見返り資金の使途協議が行われている。 △*4 

見返り資金プロジェクト実施報告が行われている。 △*5 

新供与条件の同意の確認 

四半期に一度の連絡協議会の開催 ○ 

ステークホルダーの参加機会の確保 ○ 

見返り資金の外部監査 △*6 

その他（広報など） 

資機材の引渡し式が開催されている。 ○ 

2KR に関する広報が行われている。 ○ 

見返り資金プロジェクトの広報が行われている。 △*7 

 

評価項目を満たしている。 ○ 

評価項目を満たしていないが改善の方策をとっている。 △ 

評価項目を満たしていない。 × 
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＊ 1：モニタリングは国家技術委員会及び農業省職員によりなされているが、その内容は不十分

な面も多い。「キ」国側より、調査団から提示されたモニタリング報告書のサンプルに則って、

今後はさらにモニタリングを充実させるとのコメントがなされた。 

＊ 2：見返り資金の義務期間内の義務額達成は極めて困難である。しかし、「キ」国側はこれに対

し強い問題意識を持っており、積立率を改善すべく様々な手段を講じている。 

＊ 3：今年 4 月に一度日本国大使館に見返り資金の積立状況が報告されているが、大使館による

と報告は不定期であるとのことであった。今後は、財務省が責任を持って大使館に報告する

旨が約された。 

＊ 4：見返り資金使用プロジェクトの形成については体制がほぼ整っているものの、申請責任者

が不明確であったため、一部大使館への申請が滞っていた。今後は財務省が責任をもって大

使館に申請する旨が約された。 

＊ 5：見返り資金を使用したプロジェクトの内容に問題は見当たらないものの、報告責任者が不

明確であったため、その実施報告は滞っていた。今後は財務省が責任をもって大使館に行う

旨が約された。 

＊ 6：海外からの援助の資金の流れにかかる監査については、政令により会計検査院が行うこと

とされている。「キ」国側より、これを外部監査に代えるものとして認められないかとの要請

が出されたが、最終的には民間監査法人の活用に同意した。 

＊ 7：見返り資金を使用したプロジェクトとして、今まで種子、農機、農機用スペアパーツ/燃料

の配布プロジェクトが実施されている。しかし、購入者を募るためには行われているが、2KR

のスキームの一部としての位置付けでは、広報がなされてこなかった。「キ」国側より今後は

2KR としての広報に力を入れていくとのコメントがなされた。 

 

「キ」国においては、農業は GDP の 40％を占める重要な産業であるにもかかわらず、「キ」国政府

の財政難から農業分野への適切な政府支出も行われていない。また、農民を含めた民間部門で食糧生

産に必要な農機の更新を実施する財源もない状況から、食糧生産、特に、小麦生産についても旧式の

ロシア製のコンバイン等に依存しており、収穫ロスも 30％と極めて高い状況である。そのような中

で、ドナーからの農業分野に対する支援についても、技術協力等ソフト面の協力を除いて、農機の供

与等機材供与はわが国の 2KR をおいて支援実績もない状況である。このような状況の下、今回の現地

調査においては、「キ」国政府関係者のみならず、ヒアリング調査をおこなった多くの農民から、2KR

の有効性についての言及があり、併せてその必要性について強い要望が寄せられた。 

2KR の下での調達機材の配布については、入札制度を通じた配布が実施されており、その配布体制

の公平性は確保されていると見られる。見返り資金の積み立て状況については、E/N 後 4 年間で FOB

等価を積み上げるとの条件は満たされていないが、農民の年収を勘案するとその積立期間の設定に無

理があると見られた。FOB 等価を積み上げ義務額と設定する場合には、前述のとおり期間の設定につ

いては 10 年間とすることが現実的であると見られるので、「キ」国側のかかる積み上げ期間の要請に

ついては前向きな検討が必要であると考える。見返り資金の開発事業への活用について一部わが方へ

の使途協議を行っていなかった問題について調査団より説明を求めたところ、Kostuk 農業水利加工

大臣、Lavrova 財務副大臣より、不適切さについて謝罪があり、今後はかかる事態の再発がないよう

に、わが国大使館との連絡を密にとりつつ処理する旨約すところがあった。 

以上、「キ」国に対するわが国 2KR に基づく支援のニーズは高く、機材の配布体制及びその活用･
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維持管理状況も一応評価されるものであることから、本件協力は妥当であると考えられる。但し、見

返り資金の管理状況については「キ」国側で改善の努力が必要である。特に、外部監査の導入問題に

ついて調整が必要であり、何らかの解決策が見出される場合には、本件協力の実施について前向きに

検討されることが望ましいと考える。 

 

６－２ 提言 

「キ」国に対して今後 2KR を実施する際は、以下の点に留意することにより、さらに効果的な援助

になることが期待される。 

 

（１）実施責任機関 

「キ」国では、2KR の実施にあたって、農業省、財務省及びその他多くの省庁が意思決定過程に

関与する。そのため、責任の所在が不明確なことがあり、そのことが大使館に対する四半期報告、

見返り資金使用申請、プロジェクトの実施報告等の遅滞を引き起こしているといえる。 

今回の調査中、「キ」国側より、今後責任の所在を明確にし、これらの問題を解決するとの発言

がなされたが、今後もその動向を注視する必要がある。 

 

（２）新体制 

「キ」国側より、平成 16 年度（2004 年度）2KR が実施される場合には独立管理機関（PIU）を設

立し、2KR 関連業務の大半をこの PIU に担当させる計画であるとの説明を受けた。この組織は、他

国（モルドバ、アルバニア）で取り入れられている方法であり、比較的成功を収めているものであ

る。「キ」国においても、この組織が一元的に 2KR 業務を担当することにより、責任の所在は明確

となることが期待される。その他にも、彼らの説明どおりにこの PIU が機能するのであれば、見返

り資金の回収率改善、モニタリング体制の確立など様々な点において改善がみられるであろう。し

かし、実際に始動するまではその動向に注視する必要がある。 

 

（３）スペアパーツの供給体制 

「キ」国では、アイルテックサービス､インポルトテクサービス及びその他の小規模な農機代理

店が農機の修理やスペアパーツの調達を行っている。農機所有者は、軽微な故障についてはバザー

ルで入手した類似部品を加工して、各自対応している。しかし、本格的な修理が必要なときは、前

述の会社にパーツの購入を依頼することになる。これを受けて会社は農機メーカーにパーツを発注

するが、実際に調達しても、資金不足を理由にパーツの引取りを拒否されるケースも多い。その結

果、スペアパーツを供給する会社としては、支払いの確実な農機所有者のパーツ要請を中心に対応

している状況である。会社として利益を追求する必要がある以上、これは当然の行動といえ、民間

の農機代理店による調達には限界がある。 

独立管理機関（PIU）が設立される場合は、パーツ供給センターとしての機能も果たすことが期

待される。いずれにしても、現在の農機のスペアパーツ体制は、農機使用者が必要なときに必要な

パーツを入手できるよう改善の余地がある。日本側としても今後 2KR を実施する場合には、入札図

書策定の段階等で、仕様の選定、パーツの数量等を「キ」国のニーズに見合うよう慎重に検討し対

応する必要がある。 
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（４）見返り資金 

「キ」国側から、既に実施済みの 2KR と今後実施される 2KR について、見返り資金の積立義務額

は FOB 等価のまま、義務期間を 10 年まで延長してほしいとの要請があった。10 年は、農機の減価

償却期間と一致するものである。また、返済期間 10 年となれば、1 年あたりの農機代金返済額は

農業従事者の収入から想定して現実的な数字となる。「キ」側は義務期間を 10 年と仮定して、積立

計画を作成しているが、少なくともこの計画の積立ペースは維持されるよう、日本側もその状況を

適宜確認する必要がある。 

以 上 
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２ 収集資料リスト 



資料名 出典 言語 収集日

1 小麦の輸出入統計 Satibaldieva 露文 2004年9月29日

2 小麦栽培面積及び収量（州別） キルギス農業水利加工業省 露文 2004年9月29日

3 小麦の小売価格 KARIS 露文 2004年10月1日

4 小麦の州別生産量 国家統計委員会 露文 2004年10月1日

5 小麦1Haあたりの生産コスト キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

6 小麦の自給率関連資料 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

7 Agro Agropress 露文 2004年9月29日

8 農産物及びその加工品の輸出入にかかる分析（2001、02、03年度） キルギス国家統計委員会 露文 2004年9月29日

9 小麦耕作カレンダー キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月7日

10 責任機関 キルギス農業水利加工業省 英文 2004年10月1日

11 要請品目 キルギス農業水利加工業省 英文 2004年10月1日

12 コンバインにかかる要請数量及びスペック変更申請 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月5日

13 Agrarian Policy Concept of the Kyrgyz Republic　（No.465） キルギス共和国政府文書 露文／英文 2004年9月29日

14 Analytical review for 2003 キルギス財務省 英文 2004年9月30日

15 Medium-term Budget Framework 2005-2007 キルギス財務省 英文 2004年9月30日

16 農業省　組織図 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

17 農業省　予算資料 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月7日

18 キルギス共和国会計検査院にかかる政令117 キルギス財務省 露文 2004年10月5日

19 保有農機数（農機種類別、1990～2003年） キルギス農業水利加工業省 露文 2004年9月29日

20 保有農機数（農機種類別、使用期間別） キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

21 保有農機数（州別、2004年2月10日現在） 国家技術検査総局 露文 2004年9月30日

22 2KR調達農機の裨益効果 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年9月30日

23 農機配布に関する国家配布クレジット委員会議事録（2003年7月16
日：州ごとの農機割り当て数決定について）

キルギス共和国入札委員会 露文 2004年10月5日

24 農機配布に関する国家配布クレジット委員会議事録（州ごとの農機割
り当て数決定について）

キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月5日

25 農機割当数にかかる農業省の提案 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月5日

26 2KR農機配布にかかる（商品クレジット）政令670 経済開発基金 露文 2004年10月5日

27 農機在配布に係る国家州入札委員会の業務原則 イシククリ州政府 露文 2004年10月4日

28 州入札委員会による購入者選定会議議事録 各州入札委員会 露文 2004年10月5日

29 2000年度農機25台をアイルテックに配布することを協議した議事録 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

30 2001年度分アイルテック受領農機25台の配布先リスト アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

31 2KR調達農機にかかる購入契約書 経済開発基金 露文 2004年9月30日

32 農機没収者リスト 経済開発基金 露文 2004年10月5日

33 債務者の返済計画（Ｓａｍｐｌｅ） 経済開発基金 露文 2004年10月5日

34 ２KR見返り資金積み立て義務期間延長にかかる提案書 キルギス財務省 露文 2004年9月29日

35 銀行明細 キルギス財務省 露文 2004年10月1日

36 財務省から農業省への振り込まれる見返り資金の動き キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

37 見返り資金にかかる情報 キルギス財務省 露文 2004年9月30日

38 見返り資金使用プロジェクト及び政令 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

39 見返り資金使用申請に係る受発信文書
キルギス財務省、在キルギス
大使館他

露文 2004年10月1日



資料名 出典 言語 収集日

40 見返り資金の積み立てに係る受発信文書
キルギス財務省、在キルギス
日本大使館他

露文 2004年10月1日

41 2000年度見返り資金積立て義務額決定に至る受発信文書
キルギス財務省、在キルギス
日本大使館他

露文 2004年10月6日

42 見返り資金積み立て状況　大使館報告
在キルギス日本大使館より入
手

露文／和文 2004年9月29日

43 見返り資金積立て状況　① 経済開発基金 露文 2004年9月30日

44 見返り資金積立て状況　② 経済開発基金 露文 2004年9月30日

45 2001年度分　見返り資金積立て可能額 キルギス財務省 露文 2004年10月7日

46 見返り資金引出し額に係る情報 キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月1日

47 見返り資金使用プロジェクトにかかる政令104、136、202 キルギス財務省 露文 2004年10月7日

48 見返り資金使用プロジェクト　詳細リスト　政令104,136,202 キルギス財務省 露文 2004年10月7日

49 独立行政機関設立にかかる提案書　(局長作成提案書) キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月5日

50 独立行政機関設立にかかる提案書
キルギス農業水利加工業省及
び財務省

露文 2004年10月7日

51 アイルテクサービスにかかる政令
（1996年度調達分にかかる資金投入関連資料）

キルギス共和国政令No.23 露文/英文 2004年10月5日

52 アイルテックサービス　支社リスト アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

53 アイルテックサービス　財務諸表　2002年12月31日現在 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

54 アイルテックサービス　財務諸表　2003年12月31日現在 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

55 アイルテックサービス　財務諸表　2003年12月31日　添付資料 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

56 アイルテックサービス　財務諸表　2003年12月31日　添付資料 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

57 アイルテックサービス　財務諸表　2003年12月31日　添付資料 売上高 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

58 アイルテック保有農機 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

59 アイルテックへ資本金として投入された農機 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

60 アイルテック保有農機（州別） アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

61 アイルテックにおける本社及び支社の人員 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

62 アイルテックにおける農機購入代金返済可能額の分析 アイルテックサービス 露文 2004年10月5日

63 農民アンケート キルギス農業従事者 英文 2004年10月7日

64 他ドナーからの援助案件リスト キルギス財務省 英文 2004年9月30日

65 2004年度穀物その他の農産物の刈入に関する措置について
（2004年7月8日　政令No,513）

首相府 露文 2004年10月5日

66 ﾓﾙﾄﾞｳﾞｧ2KRの分析
（キルギス2KR実施状況改善の参考にするため作成した文書）

キルギス農業水利加工業省 露文 2004年10月5日

66 引渡し式 JICA事務所 写真 2004年10月5日



 

 

 

 

 

 

３ 主要指標 
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